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（午前１０時 開会） 

○光好博幸委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録署名委員は、村上委員

を指名します。 

 それでは、先日に引き続きまして、認定

第１号所管分の審査を行います。 

 質疑に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 おはようございます。 

 質問に入る前に、質問の意図を明確にす

るため、資料を配付させていただきたいと

思いますが、委員長、よろしいでしょうか。 

○光好博幸委員長 増永委員から資料配

付の申出がございました。これを許可いた

します。既にお手元に配付しております資

料のとおりでございます。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、増永委員より質問をお願いい

たします。 

○増永和起委員 資料は、保健福祉課に関

する質問で使いますので、よろしくお願い

します。 

 では、一般会計についての質問を行いま

す。 

 決算概要に基づいて質問いたします。 

 質問番号１番、６６ページ、コミュニテ

ィセンター管理事業、自治振興課です。 

 味生コミュニティセンター（仮称）建設

工事実施設計委託料７，２６０万円、また、

土地購入費の費用や、ほかにも登記や不動

産鑑定の費用などが計上されています。２

０２４年度に行われたセンター建設へ向

けての取組についてお伺いをいたします。 

 続きまして、質問番号２番、７０ページ、 

住民基本台帳事務事業、市民課です。 

 住民基本台帳法では、個人情報保護の観

点から台帳の原則非公開を定めています。

摂津市は、本人に知らせることなく自衛隊

へ若者の名簿を提供していますが、名簿提

供数の推移、それから除外申請を始めたと

思われますけれど、その推移、申請期間の

推移も併せて、また周知の工夫と除外申請

の件数の推移も教えてください。除外申請

を始めた年からで結構でございます。 

 質問番号３番、７２ページ、個人番号カ

ード交付事業、これも市民課です。 

 マイナンバーカードの申請について、こ

れまでも質問が出ていましたが、改めて申

請交付数及び交付率について教えてくだ

さい。また、窓口留置数、廃棄数、返還、

再交付についても教えてください。また、

新しい数え方で保有数、保有率というのが

出てきていますけれども、この内容説明と

数字についても教えてください。 

 質問番号４番、８０ページ、体育施設管

理事業、これは文化スポーツ課です。 

 鳥飼体育館で、利便性向上が図られたと

聞いています。実施は２０２５年度からで

すが、２０２４年度に市民の方から御要望

が出たことに対して、指定管理者だけでは

なく、市が直接お話を聴いて利便性向上の

対策を行ったということでございます。ど

のようなことが可能になったのか、教えて

いただきたいと思います。 

 質問番号５番、８２ページ、災害見舞金

給付事業、保健福祉課です。 

 災害見舞金の金額が執行されておりま

すけれども、この事業の内容と今回の給付

の内容について教えていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 質問番号６番、１０６ページ、がん検診

事業、保健福祉課です。 

 摂津市のがんの罹患率が、大阪府下の平

均値と比較してどうかという問題があり

ます。 
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 ＰＦＯＡの関連で、環境省が出してきて

いるもので、Ｑ＆Ａや、自治体への手引が

ございます。この手引の第２版に「ＰＦＯ

Ｓ、ＰＦＯＡによる健康不安の声が上がっ

ている地域においては、地域保健を担当す

る各地方公共団体が、地域保健活動の一環

として、健康指標に関する既存統計等を用

いるなどして、健康指標の経年的な推移に

より、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡとの関連が指

摘されているコレステロール値、がんの罹

患状況、低体重児の届出情報などを確認す

ることや、他地域との比較により、地域の

健康指標に大きな差異がないかなど、当該

地域の健康状態を把握し、地域住民に向け

た情報発信を行うことが望ましい」と書か

れております。ＰＦＯＡに関しての罹患率

などを発表することによって、市民の不安

が軽減できるのではないかというのが、環

境省の考え方ではあります。がんといった

ら何でもＰＦＯＡに関連するとは思いま

せんが、摂津市において、がんが影響する

と言われているものが、大阪府下でどのよ

うに取り扱われるかについて教えていた

だきたいと思います。 

 質問番号７番、１０６ページ、感染症予

防事業、保健福祉課です。 

 インフルエンザや新型コロナウイルス

の予防接種の状況や費用について教えて

いただきたいと思います。 

 年齢に応じて費用も違うと思いますの

で、併せて教えていただきたいです。 

 質問番号８番、８２ページ、社会福祉法

人介護特例補助事業、高齢介護課です。 

ゼロ円という決算額でございますけれ

ども、これは唯一の介護利用料減免制度で

あり、内容について説明をしていただきた

いのと、以前に周知を要望していましたが

どうでしょうか。利用件数についても教え

ていただきたいと思います。 

 質問番号９番、８４ページ、敬老事業、

高齢介護課です。 

 ほかの委員も質問されておりましたけ

れども、この事業は、以前は祝い金として

現金だったのを、祝い品に変更し、対象年

齢も変更されました。これは、ビルド・ア

ンド・スクラップという考え方で、この予

算を削減し、ほかの事業を充実するために

その財源をシフトするとお話をされてい

ました。一体どういうふうに今なっている

のかを今回の決算で教えていただきたい

と思います。 

 たしか令和４年度だったと思いますが、

削減前の金額と現在とで比べ合わせて、一

体どれぐらい、どうなっているのか、教え

ていただきたいと思います。 

 質問番号１０番、８４ページ、高齢者日

常生活支援事業、これも高齢介護課です。 

 高齢者民間賃貸住宅家賃助成費という

のがあります。毎回聞いておりますが、物

価高騰の大変な中、この制度を活用してお

られる方は本当にありがたいと喜んでお

られます。ぜひ広げていただきたいと思っ

ておりますが、事業の説明と新たな増減が

あると思いますので利用世帯数の推移に

ついて教えていただきたいと思います。そ

れから、制度の周知についても教えてくだ

さい。 

 質問番号１１番、８４ページ、ひとり暮

らし高齢者等安全対策事業、これも高齢介

護課です。 

緊急通報装置について、ほかの委員から

も質問がありましたが、先ほどお話をした

敬老事業のシフト先と言われている事業

でございます。昨年と比較して、人数が増

えているお話だったわけですが、当初は１

００人ぐらいが御利用されていましたが、
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今１７０人ぐらいですか、２００人弱のと

ころまで利用されていると、前の委員の

方々への答弁で言われていました。そのと

きに説明では、今１００人の利用者であっ

たのを、６００人に増やすお話でありまし

た。まだまだ６００人には到達していない

ですが、敬老事業の予算を減らしたわけで

すので、この人数を今後どのように増やし

ていくのかについて、どういうふうに思っ

ておられるのか、お答えいただきたいと思

います。 

 質問番号１２番、８６ページ、介護・予

防ふれあい事業、高齢介護課です。 

 高齢者交流入浴委託料があります。今現

在どうなっているのか、事業の説明と、こ

の間の推移についても教えていただきた

いと思います。 

 質問番号１３番、８６ページ、シルバー

人材センター事業、これも高齢介護課です。 

 インボイスの影響が、非常に心配されま

すが、登録会員数、年間の全体の配分金、

会員１人当たりの年間配分金についてお

聞きしたいと思っています。 

 質問番号１４番、８８ページ、障害者自

立支援事業、これは障害福祉課です。 

 障害者がサービスを受けるために障害

支援区分認定や受給者証交付などが必要

だと思います。それぞれサービスはなるべ

く早く受けたいと思われますが、どれぐら

いの日数がかかるのかについて教えてい

ただきたいと思います。 

 質問番号１５番、９０ページ、地域生活

支援事業、これも障害福祉課になります。 

障害者の相談をたくさん受けられてい

ると思うんですけれども、摂津市はそれを

どんな体制で受けておられるのか、また、

その実績についても教えてください。 

 質問番号１６番、８２ページ、生活困窮

者自立支援事業、これは生活支援課になり

ます。 

 これまでも委員の皆さんの質問にもあ

りましたとおり、物価高騰で国民の暮らし

が本当に大変な中で、自立支援の相談も増

えていると思います。相談支援員がそれを

支えてくださっているわけですが、昨年の

今頃の体制について教えていただきたい

と思います。男女それぞれの人数について

も教えてください。 

 質問番号１７番、１０４ページ、生活保

護事業、同じく生活支援課です。 

 これも大変な物価高騰の中で申請が増

えているというようなお話がありました。

それぞれ世帯によって違うと思いますが、

私が特に気になっているのは、母子世帯で

す。子供の貧困の問題も言われていますし、

シングルマザーで、ダブルワークだけでは

足りず、三つも四つも仕事を抱えている方

もいらっしゃると思います。高齢者世帯に

ついてはぐっと増えていると思いますが、

母子世帯が増えているのか、利用世帯につ

いて教えていただきたいと思います。 

 質問番号１８番、１１０ページ、環境測

定・調査等事業、これは環境政策課です。 

 一級水準測量の結果が出ています。今Ｊ

Ｒの汲み上げ量についてどのようになっ

ているのか、地盤沈下がどうなのか、御説

明いただきたいと思います。 

 質問番号１９番、１１０ページ、温暖化

対策事業、これは環境政策課です。 

 これも前の委員の方が質問されていま

した。省エネ住宅についての支援で、それ

ぞれの件数は増えているというお話で、三

つございます。家庭用蓄電システム、家庭

用燃料電池システム、太陽光の発電システ

ム、それぞれございますが、当初の見込み

はそれぞれ５０件、合わせて１５０件とお
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聞きをしていました。これによっていろい

ろ計画についても対応していくとお話を

伺っていますが、今現在どうなっているの

か、改めて教えてください。 

 質問番号２０番、１１４ページ、ごみ減

量推進事業、これは環境業務課です。 

 これについてもいろいろ質問があった

と思いますが、私の家の数件隣に外国の方

が住んでおられて、若い男性四、五人で一

緒に住んでおられます。多分ペットボトル

のごみを出す日だと分かっていると思い

ますが、袋いっぱいのペットボトルを入れ

て、自分の家の前に置いてありました。飲

んだ後そのまま袋に突っ込んでいるみた

いな格好になっているんですけれども、こ

れはマナーが悪いというよりも、ごみの出

し方を理解されていないと思っておりま

す。外国人の方へのごみの収集方法の周知

の仕方について、今どのようになっている

のか、これについて教えていただきたいと

思います。 

 質問番号２１番、１１６ページ、環境セ

ンター維持管理事業、これも環境業務課に

なります。 

 環境センターの解体工事について、今年

の１月に急遽延期が報告されました。この

間の経過について教えていただきたいと

思います。 

 質問番号２２番、１２０ページ、中小企

業金融対策事業、産業振興課になります。 

 ５年間ほどの摂津市の融資の実績につ

いて、どうなっているのか教えてください。 

 質問番号２３番、１２０ページ、創業支

援事業、産業振興課です。 

 この創業支援事業の中に、創業者に家賃

を補助するとうものがあると思いますが、

その内容の説明と、この５年間の推移、そ

れから周知方法をどのようにされている

のか、教えていただきたいと思います。 

 質問番号２４番、１２０ページ、産業振

興アクションプラン推進事業、これも産業

振興課です。 

 アクションプランについても、ほかの委

員から質問されておられたと思います。中

小企業の皆さんも含めて、事業所にアンケ

ートなども取られて、これから応援をして

いくようなプランを立てていっていただ

いていると思います。これについていろい

ろと議論をしてきていただいたと思いま

すが、２０２４年度は、この懇話会が何回

開かれて、どんな内容だったのか、それか

ら何人でやられているのか、また、この委

員の任期はどれだけなのかということに

ついて教えていただきたいと思います。 

 最後の質問になります。 

 質問番号２５番、１２０ページ、企業立

地等促進事業、これも産業振興課です。 

 商工振興費の大きな部分を占める事業

でございます。この事業の内容と、それが

どこへ交付されていますか。５年間で大企

業と中小企業に分けて、それぞれの件数、

金額、割合の推移について教えてください。 

 以上、１回目の質問です。 

○光好博幸委員長 ２５件の質問でござ

います。 

 答弁を求めます。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、質問

番号１番、コミュニティセンター管理事業

で、コミュニティセンター建設に向けての

令和６年度の取組についての御質問にお

答え申し上げます。 

 令和６年度の取組といたしましては、年

間を通して（仮称）味生コミュニティセン

ターの実施設計を行ってまいりました。ま

た、コミュニティセンターの建設用地につ



- 6 - 

 

きましても、不動産鑑定を行った上で令和

６年９月に当該土地を購入し、同年１０月

に所有権の移転登記を行っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 それでは、市民課に係り

ます２点の御質問に御答弁申し上げます。 

 まず、質問番号２番、自衛隊名簿提供に

関する数値やその取組、工夫についてでご

ざいます。 

 まず、名簿提供数でございますが、令和

４年度分が１，６２１名、令和５年度分が

１，５７８名、令和６年度分が１，５６９

名、令和７年度分が１，５４２名となって

おります。 

 次に、除外申請数でございますが、令和

４年度分が１４名、令和５年度分が９名、

令和６年度分が９名、そして、令和７年度

分が７名となっております。 

 次に、自衛隊に対する名簿提供や除外申

請についての取組や周知、その工夫につい

てでございますが、令和６年度には１２月

２日から２月２８日までの３か月間を除

外申請の受付期間といたしまして、広報紙

やホームページへの掲載のほか、市役所窓

口や市内公共施設にチラシを配架したと

ころでございます。 

 また、新規の周知といたしまして、多く

の市民が行き交うＪＲ、阪急、モノレール

の市内各駅にポスター掲示を行ったほか、

申請の利便性を図るためにオンライン申

請も新たに導入したところでございます。 

 続きまして、質問番号３番のマイナンバ

ーカードに関する御質問についてでござ

います。 

 マイナンバーカードの令和６年度末の

数値でございますが、まず、申請数といた

しましては、これまで８万５，７３１件受

け付けまして、申請率は９９．３％となっ

ております。 

 次に、交付数といたしましては、これま

で７万５，３１９枚を交付いたしまして、

交付率は８７．２％となっております。 

 次に、マイナンバーカードの廃棄状況で

ございますが、こちらに関しましては、新

型コロナウイルス感染症拡大抑制対応の

一つといたしまして、国から廃棄しないよ

う通知がございましたので、令和３年度以

降は廃棄をしておりません。 

 次に、留置件数でございますが、１，６

９２枚でございます。 

 次に、返納数でございますけれども、主

に亡くなられた方の御遺族からの返還な

どでございますが、こちらに関しましては

５８枚となっております。 

 次に、再交付の件数ですが、６６５枚と

なっております。 

 最後に、保有数でございますが、これは

交付数から亡くなられた方の数や有効期

限切れなどによって廃止されたカードの

枚数を除いて計算される数となっており、

保有数につきましては、６万６，３０９枚

であり、保有率は７６．８％となっており

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、質問

番号４番の体育施設管理委託料に関連し

まして、利用者からの要望対応についてお

答えをいたします。 

 平素から、体育施設の利用者から様々な

御要望がございます。管理運営を行う指定

管理者において対応可能なことは適宜実

行されております。 

 令和６年度でございますが、鳥飼体育館
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の利用団体から、メンバーの方々の年齢的

なこともあっていつも使うスポーツ用具

を毎回持ってくるのが非常に大変だとい

うお話がありまして、体育館に置いておき

たいという要望がございました。利用団体

の皆さんと直接お話をしまして、制度上、

公共の敷地内に私物となるものを恒常的

に置くことは困難である旨をお伝えいた

しましたけれども、とてもお困りで非常に

強い御要望でございましたので、指定管理

者との協議を重ねまして、指定管理者の自

主事業として、有料で保管スペースを設置

されることとなりました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 保健福祉課に係り

ます３問にお答えいたします。 

 質問番号５番、災害見舞金の質問につい

てお答えいたします。 

 災害見舞金につきましては、災害により

死亡された方の遺族の方、災害により傷害

を受けられた方、または、災害により住宅

の被害を受けた世帯の世帯主に対して、市

民の生活の安定と福祉の増進に資するこ

とを目的に、それぞれ遺族見舞金、傷害見

舞金、住宅被害見舞金を支給するものです。 

 令和６年度の支給実績としましては、令

和５年１１月に正雀本町で発生した火災

による死亡に係る遺族見舞金が１件の３

０万円、令和７年２月８日に発生した庄屋

の火災に係る住宅被害見舞金２件の２０

万円、２月１２日に発生した鳥飼西の火災

に係る住宅被害見舞金５件の４５万円の

合計９５万円を支出しております。 

 続きまして、質問番号６番、がん罹患率

についての質問にお答えいたします。 

 大阪府下のがん罹患率につきましては、

大阪国際がんセンターのがん対策センタ

ーのホームページで公開されております。

最新のデータは２０１９年となっており、

全部位の本市の罹患率としましては１０

万人当たり、男性で８９２．３人、女性で

６４２．０人、総数で７６６．２人となっ

ており、大阪府全域では１０万人当たり、

９６８．９人、女性で６８２．１人、総数

は８１９．８人であることから、単純比較

しますと、府全域を下回っております。大

阪府を１とする標準化罹患比を見ると本

市は１．０１となっており、大阪府とほぼ

同等の罹患率となっております。 

 また、ＰＦＯＡとの関連について調査等

がされております精巣がんや腎がんにつ

きましては、本市から大阪国際がんセンタ

ー、がん対策センターに分析を依頼いたし

ました。１９７５年から２０２０年までの

期間で、精巣がんの罹患率が１０万人当た

り男性１．５人、大阪府が１．９人であり、

標準化罹患比が０．７３、腎がんの罹患率

が、１０万人当たり男性が７．６人、女性

が４．０人、大阪府が男性９．５人、女性

が４．１人で標準化罹患比が男性０．９２、

女性１．１０となっており、大阪国際がん

センターからは大阪府とほぼ同程度の罹

患率であり、摂津市において特異的な状況

は見られなかったという見解をいただい

ております。 

 質問番号７番、インフルエンザ及び新型

コロナワクチンの予防接種についての質

問にお答えいたします。 

 インフルエンザ及び新型コロナワクチ

ンの予防接種の対象者は、市民のうち６５

歳以上の方、または６０歳から６４歳のう

ち、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能障

害、またはヒト免疫不全ウイルスによる免

疫機能障害等により、身体障害者手帳１級

に相当する障害のある方を対象としてお
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ります。令和６年度のインフルエンザワク

チンの接種件数は１万７５０人で、自己負

担額につきましては１，５００円となって

おります。 

 新型コロナワクチンの接種件数は４，５

７９人で、令和６年度時点での自己負担額

は３，０００円となっております。また、

自己負担の免除制度としては、市民税非課

税世帯の方や、生活保護世帯の方等が対象

となっており、事前に申請いただくことで

予防接種の自己負担金を無料とさせてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 高齢介護課に係る

質問６点でございます。 

 質問番号８番、社会福祉法人介護特例補

助事業でございます。 

 介護保険サービスの利用促進を目的に、

低所得者で一定の要件を満たす生活困難

な利用者に介護保険サービスを提供する

社会福祉法人が利用者負担を４分の１に

軽減するものでございます。 

 利用実績でございますが、令和６年度は

８人でございました。令和２年度は４人と

いう状況でしたので増加傾向にあると認

識しております。 

 また、周知につきましては、各社会福祉

法人にホームページへ掲載していただい

ているほか、事業所のケアマネジャーや相

談員から必要に応じて案内いただいてお

ります。 

 市といたしましても、広報せっつや市ホ

ームページ、市内介護保険事業者ガイドブ

ックに掲載のほか、介護保険料の本査定決

定通知書に制度案内チラシを同封させて

いただいております。 

 あと事業所の集団指導というものもご

ざいますので、こちらの機会を通じまして

ケアマネジャーに対して周知を行ってい

るところでございます。 

 続きまして、質問番号９番、敬老事業で

ございます。 

 敬老事業につきまして、事業見直しとな

る令和４年度の決算額は、敬老金で１，３

３９万５，０００円でございました。また、

敬老祝い品、こちらは７１万９，９９４円

でしたので、合わせて１，４１１万４９９

４円でございました。 

 令和６年度の長寿祝い品に係る決算額

は５３９万８，９８０円となっております。 

 シフト先につきましては、質問番号１１

番になりますが、主に緊急通報装置に係る

もので、内容は、携帯型機器を導入すると

ともに、心疾患等をお持ちでない方も利用

可能とし、幅広く高齢者が利用できるサー

ビスとしたものでございます。令和６年度

の執行額は２５８万７，３６０円となって

おります。 

 続きまして、質問番号１０番でございま

す。 

 高齢者世帯民間賃貸住宅家賃助成制度

は、高齢者の住宅支援を目的に、民間賃貸

住宅に居住する高齢者世帯に対して家賃

の一部を助成するものでございます。 

 １か月の家賃が５万円以下の世帯に対

し、１か月１万円を限度として家賃額の３

分の１の額を助成、市民税非課税世帯の方

には１，０００円を上乗せしております。 

 利用実績でございますが、令和６年度は

２４３件、支給金額２，７２７万４，９０

０円で令和５年度の２３７件２，８３１万

２００円に対し６件の増加、執行額として

は１０３万５，３００円減少しております。 

 周知につきましては、ケアマネジャーや

民生委員、ライフサポーターなどによる案
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内のほか、広報せっつ令和６年４月号での

制度紹介により新たに７件の支給につな

がっております。 

 また、年度内の増減につきまして、新規

件数が２８件となっており、廃止は死亡や

施設入所などを理由に３４件となってお

ります。 

 続きまして、質問番号１１番でございま

す。緊急通報装置の件数でございます。 

 当初約６００人という数字を設定して

おりましたが、令和６年度末の利用者数は

１７６人にとどまっております。依然とし

て６００人には及んではおりませんが、先

日の委員会でも御答弁させていただきま

したとおり、まだまだ制度拡充について御

存じないという方も多数おられると考え

ております。そういった中で、継続した周

知を通じて、着実に利用者の増加につなげ

ていきたいと考えております。 

 続きまして、質問番号１２番、高齢者交

流入浴でございます。 

 こちらは、安威川以南地域に位置する３

か所の特別養護老人ホーム等２か所で週

１回、１か所で月１回の施設の浴場を開放

し、６５歳以上の方が無料で利用できるも

ので、令和２年度に制度を創設したものの、

コロナ禍において実施できていませんで

したが、令和５年７月より、とりかい白鷺

園にて毎週日曜日、摂津特養ひかりにて毎

月第３日曜日という形で開始しておりま

す。 

 また、令和６年６月より、摂津いやし園

にて毎週日曜日開催で開始をしていただ

き、現在３事業所全てで実施いただいてい

る状況でございます。 

 利用実績につきましては、令和５年度、

とりかい白鷺園２３人、摂津特養ひかり４

人の計２７人の利用でございました。これ

に対しまして、令和６年度は摂津いやし園

の利用はございませんでした。とりかい白

鷺園で６８人、摂津特養ひかりで７人、計

７５人の利用となっておりまして、前年同

比４８人の増加となっております。 

 最後、１３番目でございます。 

 シルバー人材センター会員は、令和５年

度が９４６人で就業者７１５人、令和６年

度が会員数９０３人に対し就業者６９５

人で、支払い配分金につきましては、令和

５年度は４億６４４万４０５円、令和６年

度が４億６，２８７万１２２円でございま

した。 

 会員１人の配分金につきましては、令和

５年度が年６４万４，２５８円、令和６年

度が６６万６，０００円という実績になっ

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長 それでは、障害福

祉課に関わります２点、１４番、１５番の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１４番の障害支援区分認定の区分

決定の所要日数についての御質問につい

てお答えさせていただきます。 

 障害支援区分とは、障害者総合支援法に

おけるサービスの利用申請に対する支給

を、障害や心身の状態などにより、必要な

支援を１から６段階に分けた区分のこと

になります。介護給付事業や訓練等給付事

業サービスを受ける際には区分が必要と

なります。 

 その区分決定までの流れとしましては、

まず、認定調査員が申請者の自宅などを訪

問し、心身の状態や生活状況などに関する

８０項目ほどの調査事項の聞き取り調査

を行います。その後、認定調査の結果と医

師の意見書を用いて、摂津市障害者介護給
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付費等支給審査会において区分の認定を

行います。 

 日数については、今申し上げましたとお

り、利用者と認定調査の日程調整、また、

審査会を通常月に１回開催していること

から、申請から２か月弱必要となります。 

 続きまして、質問番号１５番の御質問に

お答えさせていただきます。 

 相談支援事業についての御質問であっ

たかと思います。 

 相談支援事業は、障害者等、または障害

者等の介護を行う方からの相談に応じて、

必要な情報の提供等の便宜を提供すると

ともに、権利の擁護のために必要な援助を

行うことで障害者等が自立した日常生活、

または社会生活を営むことができるよう

にすることを目的としている事業です。 

 障害者の相談を解決するためにありま

して、相談支援専門員、障害福祉サービス

事業所の職員等が障害福祉サービスに関

する情報提供を行い、問題を解決すること

が求められます。相談支援事業の利用に要

する費用としては無料となっております。 

 相談件数についてですが、相談支援事業

の委託先と一般相談として受けている地

域活動支援センターの事業の委託先と合

わせて６，６００件であります。 

 内訳としては、摂津市障害者総合相談支

援センターが１，９７２件、実人数は２６

３名、はぁねすが２，０６７件、実人数は

１１６名、あしすとが２，５６１件、実人

数は２８９名となっております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長 質問番号１６番、生

活困窮者自立支援事業の人員体制につい

てお答えいたします。 

 １年前の令和６年の１１月時点で、自立

支援プランの作成など、相談支援を担って

いただいた人員につきましては、正規職員

である主任相談員１名と会計年度任用職

員である自立支援相談員２名の合計３名

でございます。 

 男性、女性の数につきましては、自立支

援相談員２名が男性で、主任相談員１名が

女性でございました。 

 なお、自立支援相談員につきましては、

１名欠員の状態が続いておりましたが、令

和７年１月に新たに女性を１名採用して

おります。 

 続きまして、質問番号１７番、生活保護

における母子世帯の状況についてお答え

いたします。 

 令和４年度は、６５世帯で全体の世帯類

型の構成比では５．５％、令和５年度は６

６世帯で構成比５．４％、令和６年度は６

０世帯で構成比４．７％、令和７年度は９

月末現在で６１世帯で構成比４．７％とな

っており、全体に占める割合は減少傾向で

ございます。 

 なお、令和７年８月分の概数でございま

すが、全国での母子世帯の構成比は３．

６％となっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 それでは、環境政策

課に係ります２点の御質問にお答えいた

します。 

 まず、１８番目の御質問でございます。 

 地盤沈下１級水準測量に関する御質問

にお答えいたします。 

 地盤沈下１級水準測量はＪＲ東海の地

下水くみ上げによる地盤沈下の影響を調

査するために実施しており、ＪＲ東海は令

和７年１０月１０日付でそのくみ上げ量

等を公表されております。２０２４年のく
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み上げ量は年間で約２３．７万トン、２０

２５年は９月末までの結果でございます

が約１９．５万トンという数値が公表され

ております。 

 本市の令和６年度の水準測量は市内８

か所実施いたしまして、令和５年度の測量

結果と比較できる時点での分析では、環境

省見解の地盤沈下の注意を要する１年間

に２センチを上回る沈降は見られておら

ず、平成２９年度からの累計の変動でもそ

のような沈降の現象は見られないという

結果になっております。 

 続きまして、１９番目の御質問でござい

ます。 

 省エネ住宅支援補助金に関する御質問

にお答えいたします。 

 令和６年度の省エネ住宅支援補助制度

を御利用いただいた世帯数としては６１

世帯から申請がございまして、そのうち太

陽光発電設備に係る申請は３３件、家庭用

蓄電池システムは２５件、家庭用燃料電池

システムは２３件でございました。 

 このうち太陽光発電の申請の記載の容

量を見ますと、合計で１８０．１キロワッ

トでございまして、令和５年度は、１３７．

７キロワットでございましたので、このワ

ット数は伸びている現状でございます。 

 また、摂津市地球温暖化対策地域計画の

取組指標の一つに家庭用の住宅用太陽光

発電システムの設備容量の累計を令和８

年度に５，０１３キロワットにする目標値

を掲げておりますが、環境省の自治体排出

カルテでは、令和５年度のデータは５，３

７１キロワットとなっておりまして、この

指標値はクリアしている状況を確認して

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、環境業務

課に係る２点の御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、質問番号２０番、外国人へのごみ

分別の周知でございますが、近年、外国人

市民が増えてきていることは認識してお

り、集合住宅のオーナーや管理会社等から

外国人の入居者に対するごみの分別を周

知する方法についての相談がございます。

現在は希望される方に、外国人市民への分

かりやすい情報提供ガイドラインに沿っ

て、イラストを多用し作成した摂津市のご

み分別ガイド、やさしい日本語版をお渡し

し、活用していただいております。 

 また、新聞や缶、ビン、ペットボトルな

どのイラストをお渡しし、資源かごに貼っ

てもらうなどして分別するべき資源ごみ

について周知をしていただいております。 

 続きまして、質問番号２１番、環境セン

ター解体工事延期に係る経緯でございま

すが、環境センター解体につきましては、

鶴野地域公共施設再編計画の一環として

取り組んでいるところでございますが、近

年の急激な物価高騰や賃金上昇の影響に

より、本市におきましても建設事業費が増

大しております。 

 今後、本市の円滑な財政運営をしていく

ためにも、予算の平準化等を図る必要があ

ることから、解体工事の着工を延期したも

のでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、質問番号

２２番、摂津市中小企業事業資金融資の過

去５年間の実績についてお答えいたしま

す。 

 令和６年度は２５件の申込みに対し１

８件、１億２７０万円、令和５年度は２４
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件の申込みに対し１８件、９，１６０万円、

令和４年度は１８件の申込みに対し１５

件、７，４３５万円、令和３年度は７件の

申込みに対し７件、２，５７０万円、令和

２年度は６件の申込みに対し６件、４，１

００万円の融資が実行されております。 

 続きまして、質問番号２３番、創業促進

補助金の内容と周知方法、そして、過去５

年間の実績でございます。 

 この補助金は、飲食店の創業及びその後

の事業継続を支援するため、創業５年以内

の飲食店のテナント賃借料の２分の１、一

月当たり５万円を上限としまして原則６

か月間補助しているものでございます。 

 周知につきましては、市のホームページ

や事業者支援制度一覧、便利帳での周知の

ほか、商工会やビジネスサポートセンター

での創業相談の際や、創業関係のセミナー

実施時に案内をしております。 

 これまでの実績といたしましては、令和

６年度は２件、６０万円、令和５年度は３

件、７９万３，２００円、令和４年度はゼ

ロ件、令和３年度は１件、３０万円、令和

２年度は１件、２１万円となっております。 

 続きまして、質問番号２４番、産業振興

アクションプラン懇話会の開催状況と、委

員の構成、任期でございます。 

 産業振興アクションプラン懇話会は例

年、前年度の振り返り及び当年度及び翌年

度の取組について議論するため、年に２回

程度開催しております。 

 令和６年度は、第３期産業振興アクショ

ンプラン策定年でありましたので、摂津市

の産業振興を取り巻く課題の整理や目標

設定を行うため４回開催しております。 

 現在の懇話会委員の構成につきまして

は、中小企業診断士１名、市内事業者３名、

金融機関１名、商工会から１名、大学教授

が１名、そして市内認定農業者１名の８名

で構成され、任期につきましては令和８年

１０月１日までとなっております。 

 続きまして、質問番号２５番、企業立地

等促進事業の事業内容と過去５年間の大

企業、中小企業別の実績でございます。 

 まず、この制度につきましては、事業所

が新築、増築や設備投資を行った際に、課

税される固定資産税の納税額の２分の１

相当額を奨励金として交付するものでご

ざいます。年間の奨励金は１億円を上限と

し、５年間交付しております。 

 過去５年間の実績でございます。 

 令和６年度は大企業１１社、２９件、金

額２億１，６２２万８，５３６円、割合が

８５．３％、中小企業が１４社、１６件、

金額が３，５５６万６，８８３円、割合が

１４．７％、令和５年度は、大企業９社、

２７件、１億６，２１６万７，８４５円で

８１．２％、中小企業が、１６社、１６件、

３，７６４万７，４２９円で１８．８％、

令和４年度が、大企業８社、２７件、１億

５，４９３万５，０８９円で９３．６％、

中小企業が、１２社、１３件で１，０５８

万７，８６５円で６．４％、令和３年度が、

大企業９社２６件で１億８，７７０万８，

２４７円で９６．２％、中小企業が、１０

社、１１件、７４０万３，６７２円で３．

８％、令和２年度が、大企業９社、２４件、

２億２，６３１万７，５８５円で９６．３％、

中小企業が１２社、１５件８８１万１，３

１４円で３．７％となっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 まず、質問番号１番、コミュニティセン
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ター事業でございます。 

 いよいよ建設に向けて土地も購入し、実

施設計もできてということでございます

が、市民の声をしっかり取り入れることが、

コミュニティセンターをいいものにして

いくためにすごく重要だと認識していま

す。これまでに市民への説明会が何度か行

われてきたと思いますが、対象者やそのと

き出た意見などについてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 続きまして、質問番号２番、住民基本台

帳事務事業でございます。 

 申請期間を延ばしたり、駅にポスターを

掲示したり、申請方法もオンライン化にす

るなど、いろいろな工夫をして、対象者に

情報を届けようと努力をしているという

のはお察ししますが、実際の件数としては、

除外申請があまり伸びておらず、毎年１桁

台で続いています。これはやはりその対象

である高校生とか、大学生に、自分の情報

が外へ出されるということそのものが伝

わっていないからだと思います。２０２１

年度の第３回個人情報保護審議会におい

て、外部提供について諮ったところ、自衛

隊に情報を出してほしくない人の除外申

請制度創設も諮られております。このとき

審議委員から、「本件は市民と市役所との

信頼関係を構築する上で非常に重要なも

のであると考える、可能な限り市民の方に

伝わるように工夫してほしい」との意見が

付されています。自分自身の個人情報が知

らないうちに勝手に渡されていたという

のは、若者にとって、摂津市を信頼できな

いという思いになりかねない重大な問題

だと思っています。名簿提供の情報、そし

て、除外申請の用紙を一人一人の対象者に

送ることができないのかということにつ

いてお聞きしたいと思います。 

 続きまして、質問番号３番です。 

 マイナンバーカードの申請について、

様々な数字を教えていただきました。 

 申請して取得したけれども、亡くなられ

ることももちろんあるだろうし、期限切れ

になるということもあるだろうし、返還さ

れることもあるだろうし、１回お持ちにな

ったらずっとお持ちかというとそうでは

ないと思います。保有率という数え方が出

てきたと理解したわけですけれども、これ

からポイント還元や保険証廃止などで、マ

イナンバーカードをつくった方々が、カー

ドを更新をするために押し寄せるという

ことも有り得るし、また反対に、もう更新

は要らないという方も、きっとたくさんい

らっしゃると思います。マイナンバーカー

ドをポイント還元や、保険証廃止など、事

実上の強制で国民に持たせようと、国はし

たわけですけれども、そういうわけにはい

かなかった、時間がたてばたつほど持って

いた人たちも更新できないで、持たなくな

る形になってしまうと、１０年たたなくて

も５年たったら電子申請としては切れて

いくわけです。そういう最初のもくろみが

うまくいっていないというのがさらに出

てくると思います。更新しないと保険証と

して使えなくなるような話を、私はよく聞

きますし、非常に心配をされておられます。

推進一辺倒だけでなくて、このカードの保

有、取得そのものが任意の制度だというこ

とをしっかり伝えていただきたいと思っ

ています。また、デメリットもあると思い

ますので、そういうものも伝えていただい

ているのかどうかについてお聞きしたい

と思います。 

 次、質問番号４番目です。 

 文化スポーツ課の体育施設管理事業で

鳥飼体育館でロッカーをつくっていただ
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いたということで、非常に喜ばれている声

は私もお聞きをしております。市民の方か

らいろいろ要望をいただいても、指定管理

の方々は決まったルールの中でしか物事

をすることができず、この中から外へはみ

出すことはもちろんできないわけです。指

定管理の方にやっていただける範囲のこ

とはもちろんやっていただいたらいいと

思うんですけれども、やはりそれだけで終

わらせずに、市民の声を市としてしっかり

受け止めて、何かできないかという形で動

いていただいたのは、非常にうれしいと思

っておりますので、ぜひこれからもよろし

くお願いしたいと思います。これは要望と

しておきます。 

 続きまして、質問番号５番で、災害見舞

金給付事業です。 

 鳥飼地域や、正雀地域で火事が相次ぎま

した。その前には私の住んでいる別府地域

でも結構大きな火事がありました。災害続

きで本当に皆さん困られた方がたくさん

いらっしゃると思っているんですけれど

も、火事だけではなくて、ほかにも災害見

舞金は使うことができるものなんでしょ

うか。 

ふだん災害に遭わない間は、みんな市の見

舞金の制度があるのも知らないんですけ

ど、もちろん災害があったときには迅速に

その制度をお伝えすることはやっていた

だいていると思います。自分もしくは知り

合いに何かあったときに、見舞金について

ホームページで検索できるなど、ふだんの

制度の周知についてはどう考えておられ

るのか、お聞かせください。 

 続きまして、質問番号６番、がん検診で

す。 

 今数字をお話しいただきました。そして、

大阪府とそんなに大きな差異はない、特段

変わっていないという御説明でございま

した。 

 ただし、それがＰＦＯＡとの影響であれ

ばどうなのかというところですが、これに

関してはそれが本当に言えるのかと思い

ます。国、環境省は規定の数値を使って、

ＰＦＯＡとの関連で困っておられるよう

な地域の皆さんに情報発信をして、よその

地域と違いはなく、安心してもらってくだ

さいと伝えたいと思うのですが、本当にＰ

ＦＯＡとの関連で考えて、これは健康影響

はなかったと果たして言い切れるのかと

非常に問われる問題だと思います。そのこ

とについて、摂津市はどういうふうに考え

ておられるのか、２回目お問いしたいと思

います。 

 続きまして、質問番号の７番で、予防接

種の説明をいただきました。 

 高齢者の方は安い金額で受けられるし、

非課税だったら無料で受けることができ

ると聞いていますが、私がお聞きしている

範囲でいくと、皆さん苦労されておられま

す。私が住んでいる別府の地域は、病院が

少ないところです。皆さんは川や道路を越

えて、東淀川区にある大阪市の病院によく

行かれます。この場合、予防接種のお金を

一旦払わないといけません。吹田市や、茨

木市の病院に通っておられる方は、摂津市

と同じような形でされるのかと思います。

吹田市の病院で受けるのであれば、摂津市

の安くしてもらえる制度を使えますが、大

阪市の病院に行くとできない実態があり

ます。これについてどういうふうになって

いるのかお聞きしたいです。特に令和７年

は新型コロナウイルス感染症の予防接種

が８，０００円になると言われていますの

で、いくら後で返してくれるといっても、

一旦、払うのは厳しいものがあると思いま
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すので、これについてお尋ねしたいと思い

ます。 

 質問番号８番で、社会福祉法人介護特例

補助事業です。 

 決算額はゼロ円だけれども、この利用者

は少しずつ増えているとのお話でござい

ました。 

 ケアマネジャーにも周知をしていただ

いているとのことでございます。 

 利用料減免ってなかなかできないんで、

これしか今のところ制度はありません。そ

の施設や事業所はもちろんのこと、その方

の生活の状況をきっとお分かりになると

思うケアマネジャーや、ヘルパーにそうい

う周知をよくしていただいて、ぜひもっと

利用促進してもらって、介護給付を受けた

いけれども、サービス受けたいけども、お

金のために３回を１回にするというよう

なことがないように、ぜひ図っていってい

ただきたいと思います。これは要望として

おきます。 

 質問番号９番で、高齢者の敬老事業です。 

 令和４年度は、合計で約１，４１１万円

ということですね。今回の決算は５００万

円ほどと、差し引きすると８００万、９０

０万円ぐらいの金額でございます。以前お

聞きしていた削減額は１，２３０万円ほど

と伺っていました。これを削ってもそんな

に大して削減できてないのに、これを削ら

なあかんかったのかと思います。ほかの委

員もおっしゃっていましたけど、現金でも

らったほうがうれしかったという声はた

くさん聴いています。プレゼントを非常に

気に入られた方もおられるかもしれませ

んが、それぞれ好みも違い、生活の状況も

違う中で、市が一律に決めるのではなくて、

現金に戻してもよいのではないかと私も

思っています。 

 このビルド・アンド・スクラップという

考え方ですが、緊急通報装置でお話しした

いと思いますので、質問番号９番は、一応

要望としておきたいと思います。 

 質問番号１０番、民間賃貸住宅の家賃助

成についてです。 

 廃止ももちろんありますから、なかなか

伸びないというふうには思うんですけれ

ども、本当に物価高騰で家賃はすごく重い

負担であるので、ここに対して助成がある

のはすばらしいことだと思いますので、ぜ

ひもっとしっかり周知をしていただきた

いと思います。それこそ、ケアマネジャー

にもっと周知してもらえるようにお伝え

いただきたいと思います。 

 この利用が伸びないのは、周知だけでは

なく、家賃の月額が５万円以上の世帯には

出さないとなっています。今、５万円以下

以下の家賃はなかなかなく、本当に古いお

うちは取り壊されて新しくなったりして

おります。これも前から言っていますけれ

ども、この上限額を引き上げて、対象者を

拡大していただくことが、この事業をもっ

と進められる大きな突破口になるのでは

ないかと思いますので、要望としておきま

す。高齢者日常生活支援事業でございます

が、いつもここで聞いているのですが、高

齢者の日常を支える中で、加齢性難聴の補

聴器購入の補助金のことについてです。第

３回定例会では請願も出て、全会一致で採

択もされております。摂津市でこの制度を

実現するために何がネックになっている

のか、このことについてお伺いしたいと思

います。 

 続きまして、質問番号１１番で、先ほど

の緊急通報装置です。 

 緊急通報装置にシフトと言っておられ

ましたが、緊急通報装置の利用者数もたく



- 16 - 

 

さん伸びていない。先ほど敬老事業で、祝

い品にしても削減額としてあんまり大き

くないということなので、本当にシフトと

言えるのかなと思います。もちろん緊急通

報装置をもっとたくさんの人に使ってい

ただくことは、これからも努力をしていた

だきたいですが、その前にビルド・アンド・

スクラップの考え方自体が私は間違って

いると思っています。紙おむつもビルド・

アンド・スクラップで削減されて対象が狭

められたわけですが、サービスを切られた

方からすると、本当に今そのサービスがあ

ればという声もたくさん聞いております。

高齢者の日常生活を支援するというのは、

高齢者の皆さんが、元気でいきいきといつ

までも暮らしていただけるための制度を

つくっていくという先行投資です。先ほど

の補聴器購入補助もですが、そこにしっか

りと手だてを取っていただいて、削減する

のではなく、それによってこれからも健康

で元気で、いろんな方々とお付き合いをし

ながら、そういう元気な高齢者の方をたく

さん増やしてくれることは介護保険や医

療分野での、摂津市の負担が軽くなってい

くことにつながる。市長がいつもおっしゃ

られるウェルビーイングは、そういうこと

ではないかと思いますので、ぜひ、よろし

くお願いしたいと思います。これも要望と

いたします。 

 続きまして、１２番、介護予防・ふれあ

い事業です。 

今、摂津市では、銭湯がたった１件にな

ってしまい、安威川以南ではもうどこもあ

りません。近くにあったスーパー銭湯や岸

辺の駅にあったスーパー銭湯もなくなっ

てしまいました。家にお風呂がない方はも

ちろんですが、銭湯に行くことによって皆

さんと交流できますし、皆さんと一緒にお

風呂に入るということは、安心して入浴が

できます。家で一人で風呂に入って、そこ

で倒れてみたいなことではなくて安心し

て入浴ができるような需要も出てきてい

ると思っています。 

 最初はコロナ禍で、制度は始まったもの

の利用ができないということが続いてお

り、今のお話を聞くと、だんだん利用者が

増えていっているということで喜ばしい

と思っていますが、これの周知については

どのようにされているのか、教えていただ

きたいと思います。 

 続きまして、質問番号１３番、シルバー

人材センターです。 

 年間の配分金、教えていただきました。

４億６，０００万円ぐらいですか。会員の

配分金が平均６６万円ぐらいで月５万円

くらいになると思いますが、月５万円の方

がインボイス制度で消費税を支払わない

といけない立場に立たされるというのは、

非常に酷なことだと思っています。 

 インボイス制度については、控除の制度

で激変緩和みたいなものがあると思いま

すが一体どんなふうになっているのか教

えていただきたいと思います。 

 摂津市としては、インボイスのためでは

ないでしょうが、このシルバー人材センタ

ーの運営に対して、支えるという立場で何

かしておられることがあれば教えていた

だきたいと思います。 

 続きまして、質問番号１４番で、障害者

自立支援事業です。 

 訪問をして、その方の状態も聞いて、ま

た、審査会にも諮って、いろいろするから

日数がかかるのは分からないことではな

いんですが、サービスを早く受けたい方か

らすれば、いつまでなのかという思いにな

られると思います。 
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 大阪社会保障推進協議会の資料でござ

いますが、摂津市は障害支援区分認定のと

ころで５０日から６０日というところに

回答されておられます。ほかの北摂の各市

も大体似たようなところはあるんですけ

れども、池田市は新規の方に対し受給者証

の交付は、３０日から４０日でこれができ

るとなっています。摂津市の場合も更新は、

結構早くて３０日以内ということです。摂

津市は新規の方への受給者証の交付は、５

０日から６０日かかりますが、ほかのとこ

ろだと、結構早いところが幾つかあって３

０日から４０日というところが、池田市、

豊中市、それから吹田市もそうです。もう

少し頑張って、早くすることができないの

か、もちろん何でもいいからすぐにとはい

かないと、重々分かっており、手順が要る

というのも非常によく分かっているんで

すけれども、何らかの努力をしていただい

て、早くその方々にサービスを受けていた

だけるようしていただきたいと思います

ので、これは要望としておきます。 

 この受給者証については要望にします

が、身体障害者手帳のことについてもどれ

ぐらい日数かかるのか教えてください。 

 質問番号１５番、地域生活支援事業です。

相談件数が実績６，６００件で、たくさ 

んの数の相談に乗っていただいていると 

思います。 

 相談窓口へ行って、相談ができるという

状況の方はもちろんいいんですが、私はな

かなか相談に行けない方のお声もいろい

ろ聞いています。私もついていくから一緒

に行こうと言っても、いろいろな理由でそ

こまで行けないという方々がたくさんい

らっしゃるかと思います。身体的な理由も

あれば、精神的な理由などいろいろな理由

がありますが、相談窓口まで行けない方に

対して、どのような手だてを取っていただ

いているのか、ぜひお聞かせいただきたい

と思います。 

 質問番号１６番、生活困窮者自立支援事

業でございます。 

 人数を増やしていっていただいている

と思いますが、たくさんの相談事がきっと

あるだろうと思うので、もっと人数を増や

してほしいですが、今の時点では何人にな

っているのかを教えていただきたいと思

います。男女や、割合についても教えてく

ださい。 

 質問番号１７番、生活保護の事業です。 

 高齢者の方々は、生活保護世帯が多くな

っているわけですが、母子世帯は増えてい

ないとのことでしたので、全体の割合から

いくと減少しているということでしょう

か。これは、摂津市だけじゃなくてほかの

市もそうだとお聞きをしています。 

 いろいろな原因があるのかもしれませ

んが、本当は困っているんだけども保護に

たどり着けていないという方々がたくさ

んいらっしゃるのかなと思います。生活保

護の利用をためらわせる一つの要因とし

て、扶養照会があるのではないかと思いま

す。生活保護を受けるために、親族に扶養

できませんかと市からお手紙が届く扶養

照会を出されるのが嫌だという方は結構

いらっしゃるのですが、摂津市は、扶養照

会の回数が多いのではないかと思います。

しかも支給開始のときに扶養照会は初め

てのケースなので、どういう親族の方がい

らっしゃるかみたいなことは調べるかも

しれませんが、既に利用開始している方々

が、扶養照会を何年かに１回でかけられる

という回数が非常に多いと、大阪社会保障

推進協議会の資料では出てきます。ほかの

市は何百件ぐらいなんですが、摂津市が１，
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０００件を超える数で出てきております。

職員も非常に負担になっているだろうと

思いますし、こんなにしないといけないの

かなというのが、私は疑問です。このこと

について、教えていただきたいと思います。 

 質問番号１８番、環境測定・調査等事業

について教えていただきました。ＪＲの一

級水準測量、地盤沈下は起こっておらず、

くみ上げ量は最高の値までいっていませ

んということでした。 

 最高の値が年間２７万トンぐらいだと

思います。 

 ここで、ダイキンの井戸は、一般質問で

もさせていただきましたが、申請が出たの

は令和７年６月に入ってからでございま

すが、令和６年でも既に出ていたお話でし

た。ダイキンと大阪府と摂津市でされてお

られる３者会議の中でも、新しくくみ上げ

量を増やすという話がずっと出てきた中

で、地盤沈下の問題、それから排水量も増

え、大きく引き上げることになれば、それ

からまた活性炭で、イオンでＰＦＯＡを除

去する作業をしてから公共下水に流すと

いう話ですので、活性炭で吸い込んだ後、

この廃棄物もたくさんになると思うんで

す。くみ上げ量を増やすことによっていろ

んな影響が出ると思いますが、このことに

ついては話合いをされてこられる中で、摂

津市としてはどうお考えになってきたの

か、教えていただきたいと思います。 

 質問番号１９番、温暖化対策事業です。 

 件数としては目標まではいっていない

けれども、ワット数は大きくなっています

ので、一応計画に対してはいけているとい

うお話だったと思います。日本の計画その

ものが、私は非常に低過ぎるというのがそ

もそもありますが、これで計画にきちんと

沿っているから大丈夫と思わず、もっとし

っかりとより頑張っていただきたいとい

うのが一点でございます。 

 前にも聞いたんですが、産業部門が最も

排出量が多いんですよね。家庭部門は結構

皆さん頑張ってくださっていると思うん

ですが、この産業部門への削減目標に対す

る取組について、産業だから、摂津市は関

係がないのではなくて、これだけ大企業が

たくさんある摂津市ですから、ここで大き

く削減ができたら、本当に温暖化対策に貢

献できると思いますが、これについてどう

思われているのかお聞きします。 

 質問番号２０番、ごみ減量推進事業です。 

やさしい日本語版の分別のお知らせと

いうことですが、それでは外国の方には伝

わっていません。私もその冊子をいただき

ましたけれども、日本語で書いてあるのは

分かりづらいです。さっきも言いましたよ

うに、分別をしないといけないこと、ペッ

トボトルの日があるということはきっと

分かっています。でも、それをどこへ出す

のか、キャップを外す、巻いてあるラベル

を外すなど、そういういろいろな細かいこ

とがあって、私たちでもよく分からないの

ですが、あとは外国の方に対して、その方

のお国の言葉でお伝えすることはできな

いのか、国保年金課は一般質問の中で聞か

れていたのに対して、外国語対応をやって

いるということはあったと思います。ごみ

の問題は御近所トラブルが一番起きやす

い問題ですので、こういうところから摂津

市がしっかりとお伝えすることはできな

いのかと思いますが、何か改善を考えてお

られるか、お聞きしたいと思います。 

 続きまして、質問番号２１番、環境セン

ター維持管理事業です。 

 １月に予定していた解体工事が急遽延

期になりました。これは物価高騰、財政運
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営の問題だということでございますが、今

後どのようなスケジュールになっていく

のかについてお尋ねしたいと思います。 

 また、土壌汚染の深度調査もされておら

れますが、昨日も話が出ていたと思うんで

すけれども、鶴野の環境センターの周り、

市民に対しての説明ですね、それから市民

の不安にどう応えていくのか、今までどう

してきたのか、今後どのようにしていくの

かについてお聞きしたいと思います。 

 質問番号２２番、中小企業金融対策事業

です。 

 コロナの頃と比べると、大分回復をして

きた融資の件数だと思います。 

 しかし、コロナの頃はゼロゼロ融資など

を国が行っていて、そちらを借りて助かっ

たということですけど、今国はそういうも

のは何もしていない中で、私は摂津市の融

資は大阪府下でトップクラスのすばらし

い制度だと思っています。ここに来ないの

は、周知が足りないのか、私は借りる力が

なくなっている気がするのですが、国にお

いてこれからも物価高騰に対して何も対

策がないのか、市はどのように状況を見て

おられるのか、お聞きしたいと思います。 

 質問番号２３番、創業支援事業です。 

 家賃の補助をしていただくというのは

本当にうれしかった、助かったという喜び

のお声を私も聞いています。創業してまだ

経営が安定していないときに、家賃を補助

していただけるのは、うれしかったと伺っ

ているので、この制度はとても喜ばれる制

度であり、これは単独じゃなく、ほかにも

組合せがあって使えるということなんで

しょうが、２件は少ないと思います。こん

なによい制度なのに、何で２件なんだろう

と私は思ってしまいます。ぜひこれを周知

していただいて、大変な物価高の中でも営

業を頑張っておられる、そういうところに

お手伝いしますということで、摂津市とし

てぜひお知らせをたくさんしていただき

たいと思いますので、よろしくお願いしま

す。これは要望としておきます。 

 質問番号２４番、産業振興アクションプ

ランです。 

 懇話会について、１年間は今までよりも

密に行ってきましたということでござい

ました。アクションプランの中にも書いて

ありますけれども、この委員の方々８人い

らっしゃるわけですが、その中の女性は一

体何人なのかということについてお聞き

したいと思います。 

 摂津市は第４期男女共同参画計画とい

うものを持っております。この中に基本的

方向Ⅱの男女共同参画社会へ向けての環

境整備というのがありまして、そこの中で

各種審議会等への女性の参画率の目標値

を４０％にしております。摂津市のこのア

クションプランの懇話会の中は一体どん

なふうになっていたか、お尋ねします。 

 最後、質問番号２５番、企業立地等促進

事業です。 

ずっと聞いていましたが、大企業に対し

ての交付金になっているんですが、金額も

九十何％、八十何％が大企業ですというの

が、ずっと続いています。一番最初にこの

制度をつくったときには、大企業にも中小

企業にも使ってもらえる制度にしました

とお聞きして、私たちも、それはいいなと

思ったわけですが、今現在そういう設備投

資に中小企業がかけられるのかというよ

うな問題も含めて、中小企業の利用が大幅

に伸びていくということがない。反対に大

企業は決算で２億円であり、それを超えて

交付金が上がっているということで、ここ

まで交付金を出してあげないといけない
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のかなと感じます。摂津市の財政が厳しい

のであれば、本当にこれからも継続してい

くのかと思います。この企業立地奨励金の

制度がいつまでかということと、もうやめ

るつもりはないかということについてお

聞きしたいと思います。 

 ２回目は以上です。 

○光好博幸委員長 質問が２０件、要望が

５件でございます。 

 答弁を求めます。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、質問

番号１番、これまでに行った地域説明会の

対象者と、そのときに出た意見についての

御質問にお答え申し上げます。 

 （仮称）味生コミュニティセンターに関

する地域説明会につきましては、これまで

基本構想に着手する前と、完成する直前、

それから基本設計完成の際と実施設計完

成の際の計４度にわたり開催をしており

ます。基本構想前と完成直前の地域説明会

につきましてはコロナ禍ということもあ

って、密にならないように人数制限をする

必要がございましたので、日頃から味生公

民館を利用されている公民館登録クラブ

や味生地域の自治会、老人クラブ、校区福

祉委員会などの方々を対象に実施しまし

た。 

 令和６年３月の基本設計完成の際の説

明会では、これらの方々に加え、市のホー

ムページでも説明会開催の案内を掲載し、

本年２月の実施設計完成の際の説明会で

は、ホームページに加え、広報せっつにも

掲載するとともに、建設用地向かいの市営

住宅にもポスティングをし、周知を図った

ところでございます。 

 地域説明会で出た意見といたしまして

は、基本構想段階では広い広場やロビーが

欲しい、防音機能を備えた部屋が欲しいと

いった御意見がございました。 

 設計段階では、広場に遊具を設置してほ

しいでありますとか、使用料の金額が高く

ならないようにといった御意見がござい

ました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 それでは、市民課に係り

ます御質問に御答弁申し上げます。 

 まず、質問番号２番、自衛隊の名簿提供

に関するお問いでございます。 

 自衛隊に対する名簿提供及び除外申請

についての案内は、ホームページへの掲載

のほか、全戸配布の広報紙に掲載すること

で対象者本人だけではなくて、対象者を含

め、その周りにいらっしゃる市民の方全体

への周知を一定図ることができていると

捉えております。併せて対象者である若い

年齢層の利用率が高いＳＮＳを駆使いた

しまして、市公式ＬＩＮＥによる配信も行

っており、また、先ほど御答弁申し上げま

したような、様々な周知も行っているとこ

ろでございます。 

 令和６年度提供分で９名の方の除外申

請を受理いたしまして、その数につきまし

ては、近隣他市と比較いたしまして、少な

い数ではないということから、現在の方法

で一定の周知が図れているものと考えて

おります。 

 また、オンライン申請制度も導入したば

かりということもございますので、まずは

現在の制度のしっかりとした周知と運用

を行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号３番、マイナンバ

ーに関しての御質問でございます。 

 マイナンバーカードの交付を希望され

ない方もいらっしゃるということは認識
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をしておりますので、必ずマイナンバーカ

ードをつくらないといけないのかという

ことであったり、カードを更新しなければ

ならないのかという問合せがあった際に

は、カード作成は任意ですという回答をさ

せていただいておりまして、また併せて返

納も可能ですということもお伝えをして

おります。 

 また、ここ最近増えてきております１２

月から保険証は完全に使えなくなると聞

いたけれどもどうしたらいいのかという

お問合せに対しましても、マイナンバーカ

ードをお持ちでない方や、カードを持って

いても健康保険証とひもづけをされてい

ない方に対しては、各保険者から発行され

る資格確認書で受診ができますので御安

心くださいという御回答をさせていただ

いているところでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 それでは、保健福祉

課に係ります質問にお答えいたします。 

 質問番号５番、災害見舞金の対象と制度

の周知についての質問にお答えさせてい

ただきます。 

 災害見舞金は火災のほか、地震や風水害、

爆発やこれらに類する市長が認める原因

の災害も対象となっております。 

 実際に被害に遭われた方への制度の周

知につきましては、防災危機管理課や消防

と連携を取り、漏れのないように取り組ん

でいるところです。 

 また、平時の周知といたしましては、現

在、災害見舞金に係るホームページについ

て、内容が金額の紹介にとどまっているこ

とから、制度の詳細について掲載するなど、

見直しを実施していきたいと考えており

ます。 

 続きまして、質問番号６番、大阪国際が

んセンターのデータをもって健康影響が

ないと言い切れるのかというお問いでご

ざいますが、現在、国が、ＰＦＯＡに係る

様々な知見の集積を行っているところで

あり、本市として、今回の精巣がんや腎が

んについての分析結果のみをもって健康

影響の有無について言及することはでき

ないと考えております。あくまでも本市の

健康状況の現状を把握するためのもので

あると考えております。 

 また、委員がおっしゃったように、環境

省はＰＦＯＳ、ＰＦＯＡによる健康影響の

不安が上がっている地域においては、地域

保健を担当する自治体が地域保健活動の

一環として、健康指標に関する既存統計等

を用いるなどして、当該地域の健康状況を

把握し、地域住民に向けた情報発信をする

ことが望ましいとしていることから、現在、

分析結果を市のホームページで公表する

ための手続を行っているところです。手続

が完了次第、市民へ情報発信をしてまいり

たいと考えており、また、今後も既存統計

を用いるなどして情報発信することで、市

民の不安を取り除く一助としてまいりた

いと考えております。 

 続きまして、質問番号７番、大阪市内の

医療機関におけるワクチン接種の手続に

ついての質問にお答えいたします。 

 委員がおっしゃったとおり、吹田市や茨

木市は相互乗入れの覚書を本市と締結し

ており、摂津市内の医療機関と同じ手続で

接種ができるようになっております。 

 しかしながら、大阪市につきましては、

本市を含めてどこの自治体とも相互乗入

れを実施しておられないことから、今後も

覚書の締結は難しいと考えております。 

 本市といたしましては、市外での接種に
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係る申請等の手続の郵送対応やオンライ

ン化を図ることで、実際に市役所の窓口に

来ていただかなくても手続を進めること

ができるようにしております。 

 また、北摂での相互乗入れの制度につき

まして、高齢者に係るワクチンの全てにつ

いて参加するなど、様々な手法で市民の負

担軽減を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１０番の

加齢性難聴者に対する補聴器購入助成制

度についてでございます。 

 助成制度の創設に当たりましては、市と

しての助成制度ではなくて、国において対

応することが望ましいとの基本的な考え

方はございますが、他市の状況を踏まえた

上で、市として助成制度を創設した場合、

補聴器の購入に際しましては、日本耳鼻咽

喉科学会が委嘱する補聴器相談医に相談

の上、専門知識と技能を持った認定補聴器

技能者が在籍する店舗で使用者個々の聴

力に合わせた調整を何度も行う必要があ

ると認識しております。 

 そのため、導入におきましては、補聴器

相談医と認定補聴器技能者の確保はもと

より、本市も含めた三者の連携体制の構築

が重要になると考えております。 

 続きまして、質問番号１２番、高齢者交

流入浴の周知でございますが、高齢者のた

めの福祉サービスをまとめた冊子に掲載

し、ライフサポーターなどを通じて市民配

布するほか、可能な限り広報せっつに毎月

掲載して周知をしております。 

 質問番号１３番目のシルバー人材セン

ターのインボイスとの関係でございます。 

 まず、シルバー人材センターの会員につ

きましては、年間課税売上げが１，０００

万円以下でございますので、現行の消費税

制度におきましては、納税義務が免除され

る免税事業者という扱いになってござい

ます。 

 令和５年１０月、インボイス制度が導入

されましたが、免税事業者であるシルバー

人材センターの会員は適格請求書を発行

することができず、シルバー人材センター

は仕入れ税の控除ができなくなり、消費税

といった新たな負担が生じております。 

 先ほど委員の御質問の中で御紹介があ

りましたが、経過措置というものがござい

まして、段階的な猶予期間が設けられてお

ります。 

 内容は令和５年１０月１日から令和８

年９月３０日までは控除割合が８０％、令

和８年１０月１日から令和１１年９月３

０日までは控除割合が５０％になってお

ります。 

 現行の消費税１０％がかかってくるの

は、令和１１年１０月１日からとなってお

ります。そのため、令和６年度、１回目の

御質問で御答弁させてもらいましたが、令

和６年度で配分金が約４億６，３００万円

となっておりますので、現在の控除割合８

０％を当てはめますと、負担は約９３０万

円となっております。 

 このような状況でございますが、インボ

イス導入に伴いまして、会員に新たな負担

が生じるのかどうかという御質問でござ

いました。シルバー人材センターでは新た

な納税コストが発生しておりますが、会員

に直接転嫁することなく、最低賃金を下回

ることのないよう、対応いただいておりま

す。 

 なお、公共発注の事務費率がございます

が、こちらについて、以前は５％という比
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率でございましたが、現在は８％で対応さ

せていただいております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長 それでは、障害福

祉課に関わります２回目の御質問に御答

弁させていただきます。 

 まず、障害者手帳の交付の所要日数につ

いての御質問であったかと思いますが、新

規の療育手帳の交付については、市役所で

の申請の受付後、１８歳以下はこども家庭

センター、そのほかの方は障害者自立相談

支援センターで判定を受ける必要がござ

います。申請から交付までにはその結果三、

四か月かかります。そのことから、更新に

ついては、４か月ほど前から御案内をさせ

ていただいています。 

 精神障害者保健福祉手帳につきまして

は、診断書、もしくは障害年金証書を添付

して、大阪府こころの健康総合センターへ

申請を行うこととなります。日数としては

おおよそに二、三か月かかります。そのた

め、こちらに関しては３か月前から更新の

受付を行っております。 

 最後に、身体障害者手帳につきましては、

大阪府が指定している指定医の診断書に

基づき、身体障害者福祉法に基づいて、法

の表及び認定基準に掲げる障害程度に応

じて市が判断し、交付をいたします。日数

としては１か月ほどとなっております。 

 なお、診断書と認定基準等に疑義が生じ

た際には、診断書発行の医療機関への確認

や、大阪府において審議会等での判断を行

っていただくことから、日数は長い場合で

すと数か月要します。 

 続きまして、質問番号１５番の２回目の

御質問に対して御答弁申し上げます。 

 相談支援方法としては、来所相談、電話、

電子メールでの相談も可能であります。ま

た、訪問にて相談を受けていることもござ

います。電話相談が全体の３７％を占めて

います。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長 質問番号１６番、生

活困窮者自立支援事業についての御質問

にお答えいたします。 

 現在、自立支援プランの作成など、相談

支援を担っていただいている人員につき

ましては、正規職員である主任相談員１名

と会計年度任用職員である自立支援相談

員３名の合計４名でございます。 

 男性、女性の数につきましては、４名の

うち自立支援相談員１名が男性で、主任相

談員１名と自立支援相談員２名の合計３

名が女性でございます。 

 続きまして、質問番号１７番、生活保護

に関する御質問にお答えいたします。 

 扶養照会につきまして、令和５年度は３，

０５５件、令和６年度は３，２９０件実施

いたしました。 

 扶養照会は経済的な支援だけではなく、

精神的な支援も期待して行っております

が、対象者の抽出から書類の発送、確認な

ど、ケースワーカーの負担になっている部

分もございます。 

 今後の扶養照会におきましては、ケース

ワーカーの負担の軽減を観点に、他市の取

組状況を踏まえて実施する予定でござい

ます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長 質問番号１８番で

ございます。 

 当該市内化学メーカーの揚水量増加の

計画に関する御質問でございました。 

 過去の大阪府が主催する神崎川水域Ｐ
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ＦＯＡ対策連絡会議の場で、当該市内化学

メーカーからは遮水壁設置に伴い、揚水量

を増加させなければいけないという御報

告がございまして、これに伴いまして浄化

設備の増強も行う予定であるということ

を確認しております。 

 また、委員御指摘のように採水量が増え

れば、それに伴い浄化ための廃活性炭等が

増加することが予想されます。廃活性炭等

は産業廃棄物に当たり、それを所管する大

阪府への確認では、当該廃活性炭等は環境

省が示しておりますＰＦＯＳ及びＰＦＯ

Ａ等含有廃棄物の処理に関する技術的留

意事項に基づいて処理されていることは

確認しております。 

 引き続き遮水壁工事は、現在進行中でご

ざいますので、当該市内化学メーカーの対

策状況につきましては大阪府とともに確

認してまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号１９番目の御質問

でございます。 

 地球温暖化対策に係る事業者支援に関

する御質問にお答えいたします。 

 環境省のデータからは、基準年度２０１

３年度に対して最新の２０２１年度では、

家庭部門での削減率は３７．３％、産業部

門では４０．５％と、産業部門の削減はよ

り進行しているという状況でございます

けれども、議員からも御紹介がありました

とおり、産業部門の排出量については一番

多いという状況でございます。 

 産業部門の補助に対しては、国や府の補

助事業が充実しておりまして、例えば大阪

府では、中小企業向け、中小事業者高効率

空調機の導入支援事業補助金等がござい

ます。市の計画では、施策として環境エネ

ルギー分野への地場企業への取組支援と

しまして、省エネ対策や温暖化対策等に関

しての支援制度について、事業者へ情報を

発信していくということがうたわれてお

ります。これを踏まえて産業振興課の協力

も受けながら、産業振興課が発行いたしま

す事業者向けの制度を案内する便利帳に

令和５年度から特集記事として脱炭素経

営を始めませんかと題しまして脱炭素に

取り組むメリットや、国、大阪府による事

業者向けの補助制度の紹介記事を掲載し

ているところでございます。 

 また、令和６年度には、地域脱炭素推進

コンソーシアム、関西まちＷｅ‘ｌｌとの

連携協定の締結に向けた協議を進めてま

いりました。令和７年度の話になりますが、

関西まちＷｅ‘ｌｌと令和７年５月に連携

協定を締結し、Ｊ－クレジットを活用した

太陽光発電設備の設置促進プロジェクト、

関西エネワを開始しております。 

 関西エネワでは，事業者が一定の条件を

満たす太陽光発電設備を設置した場合に

インセンティブが働く仕組でございます

ので、間接的ではございますが、事業者支

援にも寄与しているものと認識しており

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、質問番号

２０番でございます。 

 ごみを減量し、リサイクルを推進するた

めには、ごみの適正分別は欠かせません。

そのため今後増加すると想定されます外

国人市民へのごみ分別の啓発が必要にな

ってくると考えております。啓発につきま

しては、母国語で行うことが最も効果的で

あると考えておりますが、様々な国や地域

出身の外国人市民がおられることから、

個々の言語で啓発するということは現実

的には困難でございます。そのため、外国
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人市民に対する効果的な啓発方法につき

まして、近隣市の状況を参考にしながら今

後検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号２１番、環境セン

ター解体の今後のスケジュールでござい

ますが、環境センター解体に向けて、まず

は環境センター敷地内にあるパッカー車

用の洗車場及び資源ごみ等の保管用倉庫

の移設、収集拠点及び環境業務課事務所の

移転が必要となります。 

 洗車場及び倉庫の移転先といたしまし

てはリサイクルプラザを予定しており、収

集拠点及び環境業務課事務所の移転先は

本庁を予定しております。 

 これらの移設、移転が完了の後、環境セ

ンターを解体する予定でございます。 

 現在のところ、令和９年度からの環境セ

ンター解体工事発注に向けた解体工事発

注仕様書の作成業務を進めており、併せて

環境センター解体工事等に係る費用の概

算見積りを取得しているところでござい

ますが、社会経済情勢や本市の財政状況を

踏まえ、適切な時期に解体工事に着工でき

るよう、引き続き取り組んでまいります。 

 また、環境センター敷地の土壌汚染調査

でございますが、今年の８月２３日に環境

センター土壌汚染深度調査の結果につい

ての説明会を開催し、近隣住民を中心とし

て８名の参加がございました。 

 住民からは地下で検出された汚染物質

が流出することや、環境センター解体時の

周辺地域への健康被害を心配する意見を

いただきましたが、流出等のリスクがない

よう、しっかりと土壌汚染対策を検討する

旨、解体時にも周辺への影響が可能な限り

出ないように対策を検討する旨を説明い

たしました。 

 なお、土壌汚染対策につきましては、環

境センター解体工事に併せ、土壌汚染区画

の未舗装区画の舗装を行い、封じ込め措置

を行う予定としており、その後の公園整備

の際には盛土を行うことも検討しており

ます。 

 また、公園整備後は利用者に安心して利

用していただくためにモニタリングの実

施についても検討してまいります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、質問番号

２２番、事業者融資制度に関します国の対

策と現状をどう見ているかという点でご

ざいます。 

 新型コロナウイルス感染症の流行によ

り、令和２年から始まりました実質無利子

無担保のゼロゼロ融資及びその返済に対

応するための借換え保証が令和６年６月

に終了しております。 

 現在、国のセーフティネット保証につき

ましては、業績が悪化している業種を対象

といたしました５号認定のみとなってお

りますが、申請件数はごく少数でございま

す。 

 委員がおっしゃっていたように、本市の

融資制度につきましては大阪府内でもト

ップクラスの有利な条件でございますの

で、これを活用していただきまして、引き

続き事業者の経営安定化及び健全な発展

を支援したいと考えております。 

 続きまして、質問番号２４番、産業振興

アクションプラン懇話会委員におけます

女性の割合ということでございます。 

 委員８名のうち、女性の委員は１名とな

っております。 

 懇話会の委員につきましては、主に団体

等の代表者から、特に男女を区別せずに選

任しているため、代表者に男性が多く、こ
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のような構成割合となっております。 

 摂津市男女共同参画計画におきまして、

各種審議会等への女性の登用率を４０％

という目標に設定していることにつきま

しては認識しております。次回の改選時に

はこのような背景を踏まえまして検討し

てまいります。 

 続きまして、質問番号２５番の企業立地

等促進事業についてでございます。 

 摂津市企業立地等促進条例につきまし

ては、令和８年３月３１日までとなってご

ざいます。 

 この制度につきまして、令和６年度には

大企業２社に対しまして、新規立地により

ます奨励金の支給を開始しております。そ

の２社のアンケートの回答によりますと、

企業立地に当たりまして、他市の支援措置

との比較を行ったとの回答を得ておりま

す。 

 現在、奨励措置の効果などについて検証

いたしまして、今後の制度の在り方につい

て検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 質問の途中でござい

ますけど、暫時休憩します。 

（午前１１時５３分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○光好博幸委員長 休憩前に引き続き再

開します。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、３回目の質問

をさせていただきます。 

 まず、質問番号１番の味生コミュニティ

センターです。 

 住民への説明会、私も１回出たことがあ

りますので、皆さんの御意見も聞かせてい

ただきました。その中もやはり使用料が高

過ぎると使うことが難しくなる、安くして

ほしいという声も伺っています。これから

条例をつくっていかれると思うんですけ

れども、別府のコミュニティセンターも含

めて料金を安くすべきということは、市民

から強く求められていることだと思いま

すが、どう考えておられるのか、お答えを

お聞きしたいと思います。 

 次に、質問番号２番です。 

 自衛隊に対しての若者の名簿提供です。 

 住民基本台帳法第１１条では閲覧のみ

を認めております。まだ係争中でございま

すが、２０２４年の３月に１８歳の高校生

が、奈良市を相手取って自分の個人情報を

勝手に出されたということについて裁判

を起こしています。自分自身の個人情報を

勝手に外に出されることについては非常

に強い怒りを感じると言われています。自

衛隊法の９７条の第１項と第１２０条で、

自衛隊が市町村に対して名簿提供を求め

ることができる根拠が記載してあると自

治体の皆様はおっしゃられますが、これは

自衛隊側が求めることができるという内

容のものであって、自治体がそれに従わな

ければならないということではありませ

ん。やはり住民基本台帳法の閲覧のみとい

う、この法の制度をしっかり守っていただ

きたいです。そもそも自衛隊に名簿を出す

ということをやめてほしいと思いますが、

せめて除外申請をつくったなら、それはし

っかりと御本人にお伝えをして、除外申請

の用紙も送って、その判断をまずはしても

らうということをやらなければいけない

のではないかと私は思っているわけです。

本人にしっかりと知らせることをやらな

いで、除外申請制度をつくりましたという

ことでは伝わりません。よその市と比べて

申請件数に大差はありませんとおっしゃ

いましたが、件数は１桁です。これは本当
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に皆さんが除外申請制度という情報を知

って、もう私の個人情報を自衛隊に出して

よいと受け止めるのか、そこは私は違うと

思います。本人にまず制度の周知を行うこ

とは最低やらないといけないのではない

かと思います。今、各市町村も徹底的な周

知についてなかなか足を踏み出していま

せん。それはなぜかというと、自衛隊に情

報提供を行っていることを知られるのが

怖いからだと私は思っています。だからこ

そ外回りのことばかりはやるのですが、本

人に直接知らせないという、そういう非常

にまどろっこしいやり方をわざわざ選ん

でいるのは、この事実を知られて、１８歳

の奈良市の高校生のように、若者から怒り

を買うのが怖いのではないかと思ってい

ます。まずはしっかりとお知らせをして、

除外申請の用紙をお届けし、オンラインで

もできるようにしてくださっているんで

すから、郵送で返ってこなくても、若い方

ならオンラインで返事をしてくれるかも

しれませんので、しっかりそこをやってい

ただきたいと思います。１５歳の情報を名

簿提供したことがニュースで流れていま

した。これは茨城県でございますけれども、

中学生の生徒に対して募集を行ったとい

うことで、自治体が名簿を提供してしまっ

ていて、これに対して自衛隊が謝罪をする

という事態になっています。これは先ほど

言った自衛隊法でも扱うことができない

ことになっているのに、情報提供を行って

しまいました。自衛隊が要請することだか

ら何でもかんでも応じていると、こういう

事態も招きかねないということは、しっか

りと摂津市も注意をしていただいて、そも

そも名簿提供をやめることを求めておき

ます。要望とします。 

 続きまして、質問番号３番、個人番号カ

ードの問題です。 

 任意の制度であるということも伝えて

いるし、返還もできるということも伝えて

いただいているとおっしゃいました。私も

聞きますが、保険証が使えなくなってしま

う場合のお話を、本当に皆さん恐怖に感じ

ておられますが、そうではないということ

を、市民課でも言っていただいているとい

うことでありがたいと思っていますので、

引き続き市民に対して丁寧な説明をして

いただいて、決して強制するものではない

ということをしっかりとお伝えいただき

たいと思います。要望とします。 

 質問番号５番、災害見舞給付金について

です。 

 火災だけではなく、いろいろな災害に対

してこれは使える制度だということで、周

知についても工夫していただけるという

ことですので、引き続きよろしくお願いし

たいと思います。消防や防災危機管理課と

もしっかりと連携をしていただいている

ということですので、引き続きよろしくお

願いいたします。要望です。 

 質問番号６番、がん検診事業でございま

す。 

 精巣がんや腎がんなどについての分析

結果についてはお伝えするけれども、それ

がＰＦＯＡとの関連があるかという話で

す。摂津市としては大阪府下と変わりがな

いからといってＰＦＯＡについての健康

影響が摂津市では出ていませんというこ

とは言えないと思っておられると理解を

いたしました。その立場をしっかり取って

いただきたいと思います。 

 皆さんにお配りをいたしましたこの資

料でございますが、データで見る摂津市に

おける死亡統計において２０１５年から

２０１９年までの分を、厚生労働省が出し
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た資料をＧＤフリークというところが作

成をしたそうです。開いていただくとグラ

フが出てまいります。摂津市の男性の心疾

患、急性心筋梗塞、これで亡くなった方が

高リスクと書いてあるところ、１２７．

８％となっていて、断トツに高リスクであ

るということが分かるという内容でござ

います。女性も高いです。心疾患、急性心

筋梗塞については、イタリアのヴェネト州

でＰＦＯＡに関する裁判が行われました

が、企業は有罪になりました。排出した企

業はもう既に倒産をしていますが、三菱商

事がそこに関わっていて、そこの役員をし

ていた日本人も有罪になっています。そこ

では大変な汚染があって、その後、地域の

死亡原因を研究しておられた研究者の話

として、心疾患で亡くなっておられる方が

非常に多いということを、ＮＨＫスペシャ

ルで報道していました。先ほど大阪府下と

比べて精巣がん、腎がんはそんなに多くは

ないというようなお話でしたが、心疾患や

心筋梗塞については、摂津市は非常に高い

ということが事実としてあるわけでござ

います。 

 ただ、私はこれがＰＦＯＡが原因だと言

えるのかということで考えれば、これはそ

んなことは言えないと思っております。血

液検査も何にもしない中で、この一般的な

データだけを用いてＰＦＯＡとの影響が

あるとかないとかということは簡単には

言えないことだからです。国は、環境省は、

既存のデータで安心させましょうと言っ

ておりますが、既存のデータで本当に安心

ができるのかといえば、これは国が、環境

省自身が、健康影響に関しては知見がまだ

多く集まっておらず、定まっていないので

基準がつくれないということを言ってい

るわけです。影響があるのかないのかとい

うことについて、はっきりしたこと言えな

いと自分たちでおっしゃっているのに、既

存で持ってきた数値で、ＰＦＯＡについて

影響があるのかと言われて、あり、なしに

ついては、何とも言えません。健康に影響

は見られなかったということを岡山県吉

備中央町で血液検査をした後に、町が発表

しまして、町民から大変な批判を食らいま

した。それはしっかりとした科学的な知見

なのかということを言われて、血液検査は

していますけど、対象とした地域を、比較

しようとした血液検査はしていないわけ

ですよ。その中で、大分ずさんなデータを

つくったということもあって、非常に批判

を食らい、岡山県吉備中央町は、何も健康

影響が今の状態を言うているだけで、これ

がこれからも全く影響がないというわけ

ではないなど、いろいろな言い訳をホーム

ページで書かざるを得ないということに

なりました。 

 ぜひ、科学的な立場に立ってデータを扱

っていただきたい。私もこの資料を出しま

したけど、これをもってＰＦＯＡの影響が

あるとかないとか、摂津市はこんなに心筋

梗塞が多いとは言うべきではないと思っ

ておりますので、皆さんもしっかりとそこ

は踏まえていただいて、これから情報を出

すときにもきちっとその立場で行ってい

ただきたいと思います。 

 そして、科学的な血液検査、疫学調査を

まず国がしっかりとしていただきたい、そ

して今回の定例会で私たち市議会は、大阪

府に対しても同様に行うよう意見書を出

しましたけど、岡山県吉備中央町ができた

のだから、摂津市ができないわけはないの

で、摂津市もしっかりそこを決意していた

だいて、市民の不安に応えて、摂津市とし

て血液検査をやることを要望としておき
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たいと思います。 

 続きまして、質問番号７番、予防接種の

件ですが、大阪市は要望をしても応えてく

れないと前からお聞きしている話ですが、

市民が困っているわけですから、摂津市だ

けではなく、大阪市と接している市は、皆

１回は払わないといけないのは非常に大

変だということは一緒だと思うので、ぜひ

大阪市にも言っていっていただきたいと

思いますし、近隣他市の中ではしっかり連

携していくというお話でしたので、ぜひお

願いしたいと思います。 

 また、新型コロナワクチンをもっと安く

受けさせてほしいというのは、国にもぜひ

言ってください。よろしくお願いします。 

 続きまして、質問番号１０番です。 

 高齢者の補聴器購入助成のお話でござ

います。 

 摂津市には、技能者等がいるお店がなく、

医者もいないと、今までも聞いてきました。

以前に北摂で連携を考えてほしいことも

お話ししましたが、北摂各市が足を踏み出

していないという状況の中で、話がなかな

か進んでいないのかなと思います。 

 もちろん一番いい形でスタートすれば

万々歳なんですが、やはり今回も請願が出

て、市民も待ち望んでいる状況ですから、

まずはできるところから第一歩、補聴器の

購入助成制度をしっかりつくっていただ

いて、摂津市が先陣を切れば、北摂他市も

時代の潮流に乗って、やらねばならないと

いう機運が高まり、連携することに対して

も前向きに考えてくれるようになってく

ると思います。北摂は他市がやっていない

から、うちも足踏みしているだけじゃなく、

まずは第一歩を踏み出すということをぜ

ひやっていただきたいと思いますので、要

望としておきます。 

 次に、質問番号１２番、高齢者交流入浴

の件です。 

 これは非常に頑張っていただいている

と思います。月１回の実施であるところを

何とかここも１週間に１回ぐらいにして

いただけると、生活リズムの中に風呂屋に

行くというのが入ってくると思うんです。

月１回だとイベントみたいになりますの

で、ぜひそうしていただけたらなと思いま

す。しっかり周知をしていただくのと同時

に、安威川の以北にはないということも考

えていただきたいと思いますので、要望と

いたします。 

 質問番号１３番、シルバー人材センター

の件です。 

 摂津市は、シルバー人材センターが負担

をかぶっているということでございまし

た。会員にはそういう負担を押しつけない

ということでしたが、全国のいろいろなと

ころでは、なかなかそうはいっていないよ

ところもありまして、シルバー人材センタ

ーは発注者と会員の間をつなぐだけの制

度にしてしまうということも聞いていま

す。発注者は、自分たちのする仕事に対し

てインボイス、適格証明書を発行してくれ

るところを選ぶことになるわけです。税額

控除できるからです。そういうのをもらえ

ない人は税額控除ができないから、自分た

ちが消費税を余計に払わないけないから

発注が来ないということにもなるから、今

度は会員たちに、あなたたちがその消費税

分を、免税業者、５万円しか月もらってい

ない方に対して、消費税を払ってくれとい

うふうな話になってしまいます。消費税を

払われないのであったら、もう仕事がこな

い状況になることも今伺っています。摂津

市では、そのようなことがないように、い

よいよ１００％かかってくるのが、目の前
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に迫ってくると思いますので、ぜひしっか

りと支援をしていただきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。要望

とします。 

 次は、質問番号１４番、障害者手帳の件

でございます。 

 やはり発行まで大分日数がかかるんだ

なと思います。大阪府も関連していて、摂

津市だけの努力では前には行かないとい

うこともよく分かりますが、やはり障害を

お持ちの方は手帳取得に対して、早く欲し

く、早くサービスを受けたいなど、いろい

ろ手帳を使ってということがあると思い

ますので、これも大阪府に対してしっかり

要望していただいて、短縮できるようにお

願いしたいと思います。要望とします。 

 次は、質問番号１５番の地域生活支援事

業です。 

 本当に相談したいけれども相談できる

ところへ行くことができない。体の問題、

心の問題など、いろいろなことが理由で、

電話やメールを希望される方もいらっし

ゃるという中で、電話が多いというお話で

した。 

 さらに、そういう方のところに訪問へ行

って、相談に乗っていただけるということ

を聞きましたので、非常に心強く思ってい

ます。ぜひ寄り添った対応をしていただき

ますようによろしくお願いいたします。要

望とします。 

 次は、質問番号１６番、生活困窮者自立

支援です。 

 現在の支援をしていただける職員体制

ですが、男性１名、女性３名ということで

す。女性特有の相談に乗れる方をとずっと

申し上げていた身からすると、非常にうれ

しいと思います。ＤＶを経験された方は、

相手の職員の方が優しい方であったとし

ても、男性というだけで、体が震えるとい

うこともお聞きする場合がありますので、

やはり女性の職員が増えているというの

は非常にありがたいと思います。 

 ただ、女性ばかりになっても、男性の方

に相談に乗っていただけるほうが安心す

る場合、男性特有の相談ももちろんあると

思うので、その辺はぜひ比率も考えて、ま

た仕事量をしっかり見ていただいて、副市

長もこの場にいらっしゃいますので、増員

が必要な場合は、しっかりと増員をしてい

ただいて、私からもお願いしたいと思いま

す。これも要望とします。 

 続きまして、質問番号１７番、生活保護

でございます。 

 扶養照会に関しては、前向きに検討して

いっていただいていると思っております

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 また、以前に医療を受けるときの交通費、

移送費について、摂津市は支給が少ないと

いうことを言わせていただきました。本当

に交通費を払っていただいているかと話

もしました。交通費が出せないから病院に

行かれないということになっては本当に

本末転倒だと思うので、これは改善いただ

いていると認識しておりますので、引き続

きしっかりと交通費が出せているかと、御

本人さんが提供できることを知らないと

いう場合もありますので、ぜひそこは気を

配っていただきたいと思います。 

 健康で文化的な最低限の保障であるこ

の生活保護の制度、今回、安倍政権の下で

行われた保護基準の引下げに対しても最

高裁がそれは違法だったという判決を下

しました。そして、その後どうするかにつ

いては、国は動きを取っていませんでした

けれども、やはり生活保護基準を、引下げ
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される前にしっかり戻し、その間の部分を

しっかりと保障するなど国はしていかな

ければいけないと思います。本当にしんど

い物価高騰で、大変な状況の中ではありま

すが、保護基準が引き上がるように市から

も求めていただきたいと思います。また、

ケースワーカーの増員に関しては、前回の

委員会でも出されておりましたが、やはり

ケースワーカーが燃え尽きてしまうこと

にならないように、しっかりとした人員体

制を取っていただきたいと思います。一旦

１００人から切って一人当たり８０人に

近づくところまで下がってきたのに、保護

世帯の方が増えてきたから仕方がないん

ですけれども、やはりそれだったら職員体

制をもう少し増やしてしっかりケースワ

ーカーに関わっていただきたいですし、女

性のケースワーカーの複数配置というこ

とを求めてきましたけれども、さらに人数

を増やしていただけたらと思いますので、

要望といたします。 

 質問番号１８番、環境測定・調査等事業

です。 

 先ほども言いましたけれども、ダイキン

の井戸のくみ上げ量が増えていくにつれ

て、地盤沈下の心配だけではなく、排水量

の増加、廃棄物の増加が見込まれることは、

摂津市も分かっているというお話であっ

たと思います。 

 濃度の目安は守りたいと言っておりま

すが、濃度を守っても排水の量が増えたら

実際に出ていくＰＦＯＡの量は増えるわ

けです。これは困ることで、下水からまた

流れ、そこからあちらこちらガランド水路

にも流れてくるわけです。単に濃度だけで

見るのではなく、しっかりここは総量につ

いても増えないようにぜひ見ていってい

ただきたいですし、本当にそれだけ莫大な

くみ上げが必要なのかどうなのかという

ことについてもしっかりとチェックをし

ていただきたいと思います。 

 また、廃棄物の件ですが、廃棄物が大量

に出たら、今全国で１，１００度を超えな

いと、ＰＦＯＡは分解しないと言われてい

ますけど、そういう処理ができるところは

限られていると私たちは聞いています。ダ

イキンの分ばかりやるわけではきっとな

いと思いますが、今までの６倍ぐらい大量

に出てきて、最高量をくみ上げたら、やっ

ぱりそこは本当に大丈夫なのかというの

をきちっと見ていただきたいと思います。

岡山県吉備中央町で起こった活性炭放置

のために水源が汚されてしまって、吉備中

央町の方々の飲料水、または血液濃度まで

非常に高かったというようなことになら

ないために、そこはしっかり見ていってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。要望とします。 

 質問番号１９番、温暖化対策事業です。

私が企業の方にも働きかけてと言ったの

は、摂津市が企業に対して、温暖化対策で

支援策をつくってほしいということでは

ないです。大企業は自分たちでどうしたら

省エネ対策ができるのかというのを考え

ておられると思いますので、それを話し合

って、しっかり促進して、大企業がこんな

ことしてくれているという広報を、摂津市

も一緒にしたらいいじゃないですか。この

後の質問で出てくる立地奨励金をたくさ

んもらってるわけです。その中には摂津市

の、産業振興に寄与するみたいなことも書

いてあります。産業振興と違うかもしれま

せんが、環境にも寄与してもらおうじゃな

いかと、ぜひそういう申入れをしていただ

いて、大企業がこれだけ頑張って省エネに

取り組んでいるということを実現してい
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ただきたいと思いますので、これも要望と

します。 

 質問番号２０番、ごみ減量推進事業です。 

 外国人へのごみ収集の周知ということ

ですが、全ての外国語を何とかしてほしい

と言うているわけではありません。摂津市

にたくさん暮らしておられる方々は、どう

いう方々が多いのかというのが分かると

思いますので、まずはそういう方々に対応

する外国語のごみの周知方法を考えてほ

しいです。実際には、外国人の方は、ペッ

トボトルと一緒に洗剤の容器のなんかも

入れているケースが見受けられます。私も

実際にやさしい日本語を読ませていただ

きましたが、読んでも分からないです。し

っかりとそこの母国語で書かれていたら

もう少し理解が進むのではないかと思う

し、摂津市ももう少し細かいことを書いて

いけるのではないかと思いますので、この

ように分別してください、このごみの出し

方は違いますというような細かい記載を

するようぜひ取り組んでいただきたいと

思いますので、要望としておきます。 

 質問番号２１番、環境センターです。 

 今後のスケジュールはお聞きしました

が、その後に物価高騰や財政運営がという

お話がありました。一般質問で給食センタ

ーの３年延期は、３年だけなのかという質

問をさせてもらいましたが、そのときにも

３年ですとはっきりはおっしゃらなかっ

た。財政状況を見てというようなことが後

に返ってきました。この解体工事も今のお

話ですと、もしかしたら１年じゃないのか

という思いも私たちには湧いてきます。こ

ろころ方向性が変わるというのがよくな

いと思います。もちろん財政状況や、今の

日本の経済状況そのものが揺れ動いてい

る中ですから、しっかりしたことが言えな

いというのも分からないでもないんです

が、一定市民に対してこういうふうにして

いきますと言ったことがころころ変わる

と信頼関係が崩れていくと思いますので、

その点についてはしっかりと皆さんの中

でも、また、議員に対しても情報を共有し

ていただきながら、どういう形を取ってい

くのかというのをじっくりとではありま

すが、しっかりと市民に広報もしながら進

めていっていただきたいと思います。 

 また、土壌汚染の問題についても非常に

心配されておられますので、これからもし

っかり説明会を開いていただいて、地域の

皆さんの不安に応えていただきますよう

にこれは要望としておきます。 

 質問番号２２番、融資の問題ですが、私

は、摂津市の融資は大阪府下でトップクラ

スだと思っていますので、しっかり周知を

していただきたいと思います。今、中小企

業の廃業、倒産が相次いでいますので、そ

ういうことにならないためにも、こういう

制度があるということを伝えていただき、

国に対して要望を出していただきたいで

す。コロナのときはいろいろと要望を出し

たので、この物価高騰で悲鳴が上がってい

るにも関わらず、何もしないでいいのかと

いうことについてはぜひお願いしたいと

思っています。 

 また、摂津市としても融資以外でも中小

企業の皆さんを応援する制度を、この物価

高騰の中で何とか乗り切ってほしいと思

いますので、要望します。 

 質問番号２４番、産業振興アクションプ

ランの件でございます。 

 この産業振興アクションプランに関わ

る委員８人の中で女性が一人ということ

でございました。市が掲げる目標値４０％

からは大変かけ離れていると思います。私、
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このアクションプランを読ませていただ

きましたが、最後に資料が載っております。

その資料に、お一人の委員の方がいろいろ

分析を書いておられます。アクションプラ

ンに対しての分析がどうかというのは、専

門家でもないのでそれについてしっかり

と意見が言えるということはないんです

けれども、その中に２０２４年度だったと

思いますが、若年女性が５０％を切るくら

い少なくなると、その自治体が消滅する可

能性が高いということが書いてありまし

た。批判も何もなくそこは引用されており

ましたが、この若年女性が少なくなると自

治体が消滅することは、その当時ニュース

にもなりまして、批判もすごく上がったと

思います。何で女性だけなのかについて、

無批判にそれを書いてしまっているとい

うことについて、懇話会の中に女性がお一

人しかいらっしゃらなかったからとか、そ

ういうことを言うつもりではないのです

が、男女共同参画計画を掲げてやっていく

摂津市ですから、女性経営者の方も、中小

企業だけではなく、家族従業者の方もいら

っしゃいますし、女性の方々もその中小企

業としての営みを担っておられる方々も

たくさんいらっしゃる中で、このアクショ

ンプランのここを読んだときにどう思わ

れるのかということを私は非常に心配い

たしました。 

 さらに、この文章を読みますと、国立社

会保障・人口問題研究所が将来の人口推計

を公表しているということで、その後にさ

っき言った若年女性の人口について書か

れているわけなんですが、国立社会保障・

人口問題研究所は人口推計をしましたが、

そこが若年女性の問題を言っているわけ

ではありません。若年女性の問題を言った

のは、それを受けて、民間有識者でつくる

人口戦略会議というところが発表したわ

けです。委員に意図はなかったのかもしれ

ませんが、まるで国が言っているみたいな

感じにここだと読めます。いくら資料だか

らといっても摂津市が出すものですから、

これからはしっかりと気を配っていただ

きたいと思いますし、若年女性の問題で言

いますと、これは共産党の新聞赤旗の調べ

でございますけれども、この当時、２０２

４年４月、７４４自治体が５０％減少する

といって、人口の消滅都市だと言われたん

ですけど、若年男性の人口が半減する自治

体も７２６あるんですね。そのうち男女と

も半減すると予測されるのは６７２自治

体ということで、若年女性、子供を産むの

は女だというその考えでこの女性の数を

出されたのかもしれませんけれども、そこ

はきちっと市が出す文章でしたら、こうい

う問題についてどう捉えるのかというこ

とを市として考えていただきたいと思い

ます。若い方々がそこの地域でしっかりと

生活をしていけるように、よそへ流出しな

いように、そういう自治体の取り組み方と

いうのは女性だけがターゲットではない

と思います。しかも子供を産むという、そ

ういうことと直接絡めてというのは違う

と思います。 

 もう一つは、国全体で若い方々が家庭を

つくったり、子育てをしたりしにくい状況

というのが今ございます。そういう中で、

地方自治体だけにそんな問題を押しつけ

ていいのかというのもあると思います。 

 様々言いましたけれども、私が言ったこ

とを頭に留めて、考えていただきたいと思

いますので、この質問はこれで要望といた

します。 

 最後に、企業立地等促進事業でございま

す。 
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 令和８年３月３１日までもうすぐです。

私はそんなに厳しい財政だと思っていな

いんですけれども、でも皆さんそうおっし

ゃいます。そういう中で、この奨励金の制

度をどうしていくのか、私はやっぱり大企

業に対して支援をするんではなくて、本当

に苦しんでいる中小企業に、産業振興を図

るのであれば、そこを下から温めるような

制度を大いに進めていっていただき、財源

もそこに使うようにしていただきたいと

思って、３回目の質問を終わります。 

○光好博幸委員長 質問は１点ですか。 

 答弁を求めます。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事 それでは、質問

番号１番、コミュニティセンターの使用料

を安くすべきであるというお問いでござ

いました。 

 別府コミュニティセンターの使用料が

高いというお声があるということは我々

も認識はしています。利用者の皆様にとり

ましても、使用料はできるだけ安くという、

思いを持たれることは当然だとは思って

おります。しかしながら、施設を維持管理

し、運営をするには一定のコストがかかっ

てまいります。利用される皆様につきまし

ては、やはり受益者負担として、ある程度

の額の御負担をお願いすることは御理解

いただきたいと思っております。 

 令和８年度には（仮称）味生コミュニテ

ィセンターを設置するための条例改正を

行う予定としております。使用料につきま

しても、その際に設定することとなります

が、他の公共施設とのバランスも考慮しな

がら検討してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 以前は、この質問をする

と、別府のコミュニティセンターが高いけ

れども、味生のコミュニティセンターをつ

くったら、そのときに条例もつくるから、

そこで対応していくというようなお話を

いただいていたんですが、大分風向きが変

わってきたと思っています。使用料が高く

なると利用率が下がります。何遍もここの

委員会で、別府のコミュニティセンターの

稼働率が悪いという話が、いろいろな方々

から出ています。そんなに悪いかと私は思

います。ロビーでは非常に活発な活動がい

っぱいされていて、イベントもいっぱいや

って、多くの皆さんに愛されるべきコミュ

ニティセンターになっていますが、お部屋

を使うのは料金が高くて使用できないと

いうことで、登録クラブも減少していって

います。使用料が高過ぎると、使用率が減

るわけですから、歳入としては、どっちも

どっちという話になるわけですよね。ぜひ

味生のコミュニティセンターとともに別

府のコミュニティセンターも新しい条例

でしっかり料金を引き下げていただきま

すよう、最後に求めて、私の質問を終わり

ます。 

○光好博幸委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 ほかに質疑がございましたら、挙手をお

願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 ないようですので、認

定第１号の質疑をこれにて終了いたしま

す。 

 暫時休憩いたします。 

（午後１時３７分 休憩） 

（午後１時３８分 再開） 

○光好博幸委員長 それでは、再開します。 
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 認定第６号の審査を行います。 

 本件につきましては補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 村上委員。 

○村上英明委員 ３点ほど質問させてい

ただきます。 

 まず、１点目は歳入の部分でございます。 

 ７０ページですが、パートタイマー等の

退職金共済掛金というのがあって、決算額

が２７５万円でございます。 

 １番目の質問といたしまして、この関連

事業者が２６だったと思いますが、職種に

ついて、１回目お尋ねをさせていただきた

いと思います。 

 ２番目、今度は歳出でございますが、決

算書の７２ページでございます。 

 パートタイマー等退職給付金でござい

ますけれども、決算額が４５７万９，４０

０円となっております。事務報告書に退職

給付者数が１８名で載っているかと思い

ますが、予算は８００万円組まれています。

この差についてどういう認識でおられる

のかということで、お尋ねをさせていただ

きます。 

 ３番目、決算書の７２ページ、このパー

トタイマー等退職金共済積立金というも

のがあります。最初の積立金につきまして

は、決算書で３０８万円ほどであったと思

いますが、歳入で、積立金の繰入金という

のは３３万円ほどの決算でございまして、

その差額は２７５万円です。今回基金積立

てが増額になったというような数字にな

っておりますけども、その中でパートタイ

マー等の積立金の残高が２，９１８万円に

なっているかと思います。この積立金と繰

入金の差額について、財政上、どう認識し

ておられるのかお尋ねをさせていただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 ３点の質問でござい

ます。 

 答弁を求めます。 

 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、まず村上

委員の御質問の１点目、加入者の職種、関

連事業者の職種ということでございます。 

 業種別の人数構成で申し上げさせてい

ただきます。 

 まず、建設業の事業所数が３事業所で、

構成比率でいいますと１１．５％となって

おります。 

 それから、製造業が８事業所で３０．

８％、運輸・通信業が１事業所で３．８％、

それから卸、小売、飲食業が２事業所で７．

７％、サービス業が６事業所で２３．１％、

教育学習支援業が１事業所で３．８％、そ

の他の職種が５事業所で１９．２％となっ

ております。 

 続きまして、２点目です。 

 決算書７２ページ、歳出のパートタイマ

ー等退職給付金の予算と決算の差額の認

識でございます。 

 こちらにつきましては、退職給付金でご

ざいますので、加入されている方が退職さ

れるかどうかというのは、予算の段階では

不透明なところでございます。そのため、

過去の退職者の割合や傾向を見ながら、平

均したものを予算計上しております。給付

金につきましては、実際退職されましたら

既定の給付金を給付しているものですの

で、どうしても差が出てしまうということ

でございます。 

 続きまして、３点目の共済繰入金と歳出

の共済積立金についての差額でございま

す。 

 まず、歳入の共済の繰入金は、実際退職
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された方にお支払いする退職給付金に充

てるための繰入れでございます。一方で、

歳出の共済積立金は、お預かりした掛金に

つきまして、積立金に積み立てて運用して

いるということになりますので、その性質

の違いによる差でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 村上委員。 

○村上英明委員 ２回目は少し改めて２

点ほど質問させていただきたいと思って

おります。 

この１点目の歳入の件で、共済掛金とい

うことで２６業種の中の職種を今御答弁

いただきました。ある程度幅広い職種にな

っているのだと思いますが、これまでこの

委員会でも、共済会に入っておられる事業

所数については、本当にどうなんだろうと

いうことも議論されて、要は市内で分母が

約４，０００を事業所数の中からというこ

とであるかと思いますが、会社でも中小企

業の退職金共済や、ほかの形など様々にあ

る中で、市が少し携わっているこういう共

済掛金というのは安定性もあるかと思い

ます。しかし、被共済者数が少し減ってき

ているというのが現実かなと思います。令

和６年度末では１０９名だったと思いま

すが、この被共済者数についての認識を改

めてお答えいただきたいと思います。 

 ２点目のパートタイマー等の退職金給

付金の件でございます。 

 先ほど退職をされる方がどれだけおら

れるのかという想定の世界であるという

ことでありますので、その差額なんだろう

と思います。事務報告書等を見ますと、令

和６年度で退職された方の最高加入期間

２０年５か月ということであったと思い

ます。その中で掛金についてもあるんです

が、この運用ということでいけば、自分の

掛けた掛金プラス７万３，３００円という

のが出てきているのかと思います。この共

済は永続性が本当に必要なことだと思う

んですが、どういう認識でおられるのか、

２回目お尋ねさせていただきたいと思い

ます。 

 ３点目は要望なんですが、この基金とい

うのはある程度持っておくべきだろうと

個人的には思っております。逆に、この基

金が下がってくれば、心配するところもあ

るんですが、退職に充てる給付金と掛金の

バランスでこの基金の増減が出てくると

いうような御答弁だったと思いました。財

政上運営できる基金の積立てをしっかり

と注視していただきたいということで、３

点目は要望とさせていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、１点目の

加入者１０９名ということで、感覚的に少

ないということについての認識でござい

ます。 

 本市のパートタイマー等退職金共済制

度につきましては、掛金が一律２，０００

円で、低額で退職金の準備を行えることが

一つのメリットであると捉えております。 

 一方で、国が整備しました中小企業退職

金共済制度、中退共という制度がございま

すが、こちらにつきましては、正職員の場

合でしたら最低５，０００円からの掛金に

はなりますが、国がつくりました共済制度

ですので、こちらも確実に退職金の準備が

できる制度と思っております。市としまし

ては、基本的には中退共の制度に御加入い

ただくことが望ましく、従業者にとっても

望ましい形なのかと考えております。５，



- 37 - 

 

０００円が最低金額になりますので、そこ

まで御用意できないところにつきまして

は少なくとも退職金について準備してい

ただきたいということで、２，０００円と

いう低額で御加入いただける制度を市と

して準備しているということでございま

す。 

 ２点目のパートタイマー等退職金制度、

市の制度についての永続性についての認

識ということでございますが、先ほど共済

掛金と給付金とのバランスのお話をいた

だきましたが、この共済制度につきまして

は、掛けていただいた以上に退職給付金に

充てるという制度でございますので、マイ

ナスになることはございません。年度末に

加入されている皆さんが全員退職された

と仮定して支払わなければならない退職

給付金を計算いたしまして、もし不足する

場合につきましては、一般会計からの繰入

れによりまして退職金を全て賄えるよう

な形で積立てをしておりますので、皆さん

に確実に退職金を支払いできる形の準備

はしております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁は終わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後１時５１分 休憩） 

（午後１時５２分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 山本副市長。 

○山本副市長 委員の皆さんも御存じの

ように、今、パートタイマー、中退共とい

う制度がございます。中退共は制度的に多

分後から出てきた制度でございますので、

本市のこの独自の制度は、それ以前からご

ざいます。また、掛金のほうも、今、担当

が申しましたように、国は一番安いのが５，

０００円だから、本市の場合は２，０００

円の低額です。だから企業によりまして、

御負担が５，０００円の場合大変で、やは

り継続するためにしんどいというような

こともあろうかと思いますので、本来であ

れば国がそういう制度をつくったときに

いろいろ考えたんですけども、継続すると

いうことも市内企業の社員に対する退職

金制度の継続性ができるかということで、

今現在継続をしております。 

 それと、もう一点、いただいた掛金は、

当該年度で歳入としておきます。だから予

算書に歳入ということで掛金として計上

しています。その分はもし当該年度に退職

されますと、いただいたお金はそのまま退

職金として払いますが、通常大体数年後に

退職となります。いただいた当該年度のお

金は積立金に一旦お金を積みまして、その

方が、その企業が掛けられたお金は一旦積

立金として積ませていただいております。

だから、その分はその社員が退職されると

きに、この積立金から繰り入れるという形

で、繰り入れさせていただいて、それをも

って退職金をお支払いするということで

すので、その積立金の残高というのは、企

業さんが社員のために歳出として市に納

めていただいて、その分を一旦プールをし

ているというような積立金でございます

ので、我々のほうがその積立金をどうのこ

うのというのはなく、会計に入れさせてい

ただくときはその社員が退職するときの

みでございますので、その辺りもよろしく

お願いいたします。 

○光好博幸委員長 答弁は終わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 確かにこのパートタイ

マーの共済掛金の歴史が古いということ

と、この掛金も２，０００円というのはも

う何十年も続いてるような状況でござい



- 38 - 

 

ます。そういう中で、ほかの中退共云々の

共済会は、掛金も高いということで、逆に

言えば、高く払えばもらうときも多くもら

えるのかもしれないけども、そういう選択

肢というのはパートタイマーというか、そ

の社員の判断ということになります。ただ、

原資割れは絶対しない保証というのが一

つのメリットでありますので、そういった

こともしっかりとＰＲを進めていっても

らいながら、今回も退職された方、最長２

０年勤務ということでありましたので、そ

ういう長年勤めておられても、この共済退

職金がずっと続いていくというような保

障がありますから、そういう安心感も含め

てこれからＰＲもしていっていただきた

いということで、この１番目と２番目を兼

ねて要望とさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 そのほかに質疑はございませんか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 パートタイマーの退職

金についてでございますが、事務報告書を

見させてもらいますと、事業所が一つ減っ

て、退職給付者数が１８名ということであ

ります。これはその一つの事業所が減った

ためにこの１８名に払うという形になっ

たのか、それはまた別の話なのか教えてく

ださい。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、事業所数

の増減と退職金の関係でございます。 

 事業所数、令和６年度中の動きといたし

まして、事業所に関しましては二つ、２事

業所８名の新規加入がございました。一方

で、１事業所が市外に移転されたため脱退

ということになっております。 

 それから、退職金支払い１８名について

ですけれども、先ほど申し上げました事業

所、市外転出した事業所の６名に対して退

職金を支払っております。それ以外の１２

名につきましては、通常の加入されている

事業所の退職になっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 新しい事業所も増えた

ということで、周知してほしいと言うてい

たので非常にうれしいと思います。 

 一つ減ったのも市外への転出というこ

とで、やむを得ない事情なのかなと思いま

す。 

 退職給付の中には転出した事業所の分

もあったし、ほかにもいらっしゃったとい

うことですけれども、先ほど村上委員から、

長く勤めたらそれだけのメリットがある

というお話も市のパートタイマーの魅力

だなと思いますけど、先ほどお話にもあっ

たかと思いますが、掛け捨てにならないと

いうか、中退共は確か何年間以上勤めない

ことには、掛けてきた分が返ってこないと

いうのがあったと思います。でも、摂津市

の場合は、掛けた分はきっちり返ってくる

と、途中で短い期間で辞めたとしても返っ

てくるというのがメリットだと思ってお

りますので、ぜひさらに周知を広げていた

だいて、たくさんの事業所に入っていただ

けるように努力してもらいたいと思いま

す。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 そのほかに質疑はございませんでしょ

うか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 質疑なしと認め、認定

第６号の質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時   休憩） 

（午後２時１分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 認定第４号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 決算概要２１８ペー

ジの保険給付事業についてお伺いいたし

ます。 

 傷病手当金が執行率ゼロ％になってい

ますが、この点について理由をお伺いいた

します。 

○光好博幸委員長 以上、１点ですね。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、傷病手当

金についての御質問にお答えいたします。 

 国民健康保険の傷病手当金については、

摂津市新型コロナウイルス感染症に感染

した被保険者等に係る傷病手当金の支給

に関する規則に基づき、被用者が新型コロ

ナウイルス感染症に感染した、または発熱

等の症状があり、感染が疑われることによ

り、労務に服することができなくなり、給

与等の全部、または一部の支払いを受ける

ことができなくなった場合に傷病手当金

を支給するものです。 

 令和５年５月８日に新型コロナウイル

ス感染症が、感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律において、２

類から５類へ引き下げられ、国民健康保険

における国による財政支援措置も、令和５

年５月７日までに発症したものが対象と

なりました。 

 国による財政支援措置が終了すること

に伴い、本市においても、国の適用期間に

合わせ規則改正を行いましたが、傷病手当

金の消滅時効は対象となる療養日の翌日

から起算して２年間であり、入院が継続す

る場合、最長で発症から１年６か月適用と

なるため、令和６年度についても予算措置

を行っておりましたが、申請がなかったこ

とから執行率がゼロ％となったものでご

ざいます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 ありがとうございま

す。時効等の関係で申請できる期間、予算

措置をしていた結果として申請がなかっ

たために、執行率がゼロ％になったという

ことで理解いたしました。 

 ２類から５類へ引き下げられたとはい

え、まだコロナの脅威は去っていないです

し、不意に感染してしまい、会社を休まな

ければいけない、それによってお給料が下

がってしまったときの生活の保障として、

国の財政支援措置が終了したとしても、摂

津市におきましてはしっかりとカバーを

されるという点では安心材料だとも思い

ます。 

 対象になっているけれども手続がまだ

という方がいらっしゃるかもしれないで

すし、摂津市国民健康保険として申請でき

る期間は予算措置をしていただいている

ということで大変安心いたしました。あり

がとうございます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 光田委員の質問は終

わりました。 

 そのほかに質疑はございませんか。 
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 大川委員。 

○大川ゆり委員 私からは２点質問させ

ていただきます。 

 まず１点目、決算概要２１６ページ、賦

課徴収事業費に庁用器具費がございます。

消耗品と区別されたいわゆる備品を購入

する費目になると思いますが、何を購入さ

れたのか、お伺いしたいと思います。 

 次に、２点目です。 

 決算概要２２０ページ、事務報告書２１

７ページ、特定健康診査等事業費で、特定

健康診査等委託料があります。 

 令和６年度の特定健診受診状況がどう

だったのか、受診率と受診率の年度比較に

ついてお伺いいたします。 

 以上、１回目です。 

○光好博幸委員長 ２点の質問でござい

ます。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、私から１

点目の庁用器具費についての御質問にお

答えいたします。 

 購入した備品としましては、保険料の口

座振替受付用端末を２台でございます。口

座振替手続用として、キャッシュカードを

本端末に通し、暗証番号を入力すると受付

が完了するものです。市では、平成２３年

１０月から導入しておりますが、令和７年

度末にＦＯＭＡサービス終了に伴い、使用

できなくなることから、新たな通信に対応

した端末に更新し、口座振替業務の効率化

を図るものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 田村参事。 

○田村国保年金課参事 ２点目の特定健

診の受診状況について答弁を申し上げま

す。 

 令和６年度の特定健診受診率としては、

暫定数値となりますが２７％であり、例年

の傾向から考えますと、最終的な法定報告

値としては３３％前後に落ち着く見込み

でございます。 

 年度で比較しますと、コロナ禍前で一番

受診率が高かった令和元年度が３１．５％、

コロナ禍後で一番受診率が高かった令和

５年度が３２．４％となっておりまして、

令和５年度と比較しても受診率は上昇す

る見込みです。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員 ありがとうございます。 

 それでは、２回目の質疑としまして、ま

ず１点目の質問は、要望とさせていただき

ます。 

 口座振替用端末を２台購入されたとい

うことで理解いたしました。窓口で使用す

る端末ということですので、紙での登録に

比べ手続の時間も短縮されるものと思い

ます。 

 引き続き業務の効率化の観点から活用

を推進していただき、また、備品というこ

とになりますので、長期間の使用が可能と

なる丁寧な管理をお願いいたします。 

 以上、要望といたしまして１点目を終わ

ります。 

 次に、２点目です。 

 令和６年度の健診受診率につきまして

はよく分かりました。ありがとうございま

す。 

 上昇見込みとのことで、そのような原因

と考えられることや、受診率向上のために

取り組まれた点などがあれば教えていた

だきたいと思います。 

 以上です。 
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○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 田村参事。 

○光好博幸委員長 田村参事。 

○田村国保年金課参事 ２回目の質疑に

答弁を申し上げます。 

 受診率が上昇する見込みとなった要因

や取組についてです。 

 令和６年度の健診受診率向上の取組と

しましては、令和７年２月に５回目の実施

となる出張健診を実施いたしました。 

 その際、例年の受診会場である新鳥飼公

民館と別府コミュニティセンターのほか

新たに安威川公民館を追加した３か所で

実施いたしました。地域に出向き、健診受

診機会をより多く設定できたことが多く

の方の受診につながったと考えておりま

す。 

 また、その他実施項目を満たしておれば、

職場健診や人間ドックの結果を提出する

ことで特定健診の受診とみなすことがで

きますので、電話等で特定健診の受診勧奨

を実施する際の健診結果の提供案内の実

施等が、受診率上昇が見込まれる要因にな

ったと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員 ありがとうございます。 

 それでは、３回目の質疑としまして、要

望とさせていただきます。 

 令和６年度は健診の受診をしやすいよ

うに出張特定健診の実施場所を追加され

たということで理解いたしました。やはり

身近な場所での受診のしやすさというの

はすごく大事だと思いますので、実施場所

の選定における工夫もぜひとも継続して

いただければと思います。 

 また、みなし健診の勧奨にも努められて

いるということで、市の保健事業の充実に

もつながることですので、こちらも継続し

て取り組んでいただくようにお願いいた

しまして、私からの質問を終わります。 

○光好博幸委員長 大川委員の質問が終

わりました。 

 そのほかにございませんでしょうか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 では、延べ８点の質問を

させていただきたいと思っております。 

 全て決算書でいかせてもらいます。 

まず１点目、歳入で１８ページのところ

でございます。 

 保険料に関しましては、収入未済額とい

うのが現年分と滞納繰越分で掲載されて

いますけども、この収入未済額というのは、

当該年度の収入として調定をした額にお

きまして、５月末までの出納期間に納入さ

れなかった分が計上されたということだ

ったと思います。特にこの令和６年度は途

中でマイナ保険証に移行するような年度

ということでありますが、１回目の質問と

いたしまして、納付されなかった方に対し

ましては、資格証明書や、短期証の発行と

いうことになってくるかと思いますが、そ

れぞれの発行件数をお尋ねさせていただ

きたいと思います。 

 二点目、１８ページで、保険給付費等交

付金の特別交付金という中に保険者努力

支援分というのがあります。決算では４，

３９５万５，０００円ということで、当初

予算よりも多くこの努力支援分というこ

とで数字上明記をされております。これは

歳出の保険事業の財源の一つになるのだ

と思います。当初予算のときに、予防健康

づくりといった医療費の適正化等々の取

組に対しての評価についての保険者努力

支援分ということであったかと思います
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が、１回目、増額となった内容についてお

尋ねをさせていただきたいと思います。 

 ３点目、歳出でございますが、２４ペー

ジで、委託料の中でコンビニ収納代行業務

委託料というのがあります。予算よりも若

干決算が低いということでありますが、ほ

ぼこの予算を立てたときの想定内の決算

になったと思います。これはコンビニでの

納付用払いの際の件数に応じて代行業者

にお支払いをするということだと思いま

すが、決算を踏まえて利用件数と収納率向

上への関係性も含めて、この認識について

お尋ねをさせていただきたいと思います。 

 ４点目、２４ページで、電話催告等業務

委託料というのがあります。これはほぼ、

予算のとおり決算になっているわけでご

ざいますが、平成２２年の８月頃からこの

業務は実施されてきたと認識しているわ

けでございます。これは保険料未納者の方

への納付勧奨ということであるかと思い

ますが、これも決算を踏まえて納付額と収

納率向上への認識についてということと、

あと電話をかけた件数と納付の関係につ

いてお尋ねさせていただきたいと思いま

す。 

 ５点目、２６ページで、国民健康保険事

業費納付金の中に、医療費給付分と後期高

齢者支援金等分と介護納付金分の三つが

あり、負担金、補助及び交付金があります。

その中でちょっと御質問させていただき

たいのは、収入の面との絡みが出てくるん

ですが、収入では医療と後期高齢と介護、

この三つを足した収入済額というのが１

７億１，４２５万４，８１５円になってお

ります。 

 その一方で、納付金が２４億８，１１０

万３，４７６円ということで、要は収入済

額よりも納付した金額のほうが７億円ほ

ど多く出ています。差額分の７億円ほどの

財源は、どこから捻出されたのかというこ

とで１回目お尋ねをさせていただきたい

と思います。 

 ６点目、先ほど、特定健康診査等委託料

の関係で、御質問、質疑がありましたので、

この件については要望させていただこう

と思います。 

 健診率は３３％ぐらいということであ

ります。その中で、この受診につきまして

は、この事務報告書では男性が１，３００

人と女性が１，６１０人ということであり

ますし、その中でも、合計２，９００人ほ

どの受診者数の中で１，１００人が７０歳

から７４歳の方ということになっており

ますし、また、令和５年度で先ほど受診率

がちょっと高くなったという話もあった

んですが、受診者の数だけを見ると、受診

状況は各年代で減っています。ただ、一つ

だけ増えているという年齢区分もありま

すので、しっかりとこの健康診査をやって

いっていただきたいと思います。また、も

う一点は要望になるんですが、介護もそう

なんですけど、様々な健診で、ずっと摂津

市も他市に負けないぐらいされている思

っていますが、そのお陰で、医療費が下が

ったとか、例えばこういう健康度が上がっ

たとか、そういう指標になるものが分かれ

ば、この健診事業をやっていく度合いは深

まってくると思いますので、今後、見える

ような手法といったものを検討していっ

ていただけたらと思います。また、その指

標の目標値が出てきて、医療費が削減でき

たとか、例えば通院されている回数が減っ

てきたとか、それが見えてくれば、この予

防事業というのは、もっとこういうことも

取り組んだらどうかとか、また議論にも出

てくる資料にもなってくると思うので、こ
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の辺は考えていってもらえたらと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 ７点目、２６ページ、人間ドック等補助

金というのがあります。決算では６２２万

８６０円ということで、この人間ドックに

つきましては、平成３０年度から事業実施

をされていると思います。今は上限が２万

６，０００円まで補助しますという制度な

んですが、脳ドックについては、令和６年

度に新設をされた制度ということで、上限

が２万円で、件数は５８件と事務報告書に

あったかとに思います。１回目の質問とい

たしまして、決算での支出、約６２２万円

というこの支出における人間ドックと脳

ドックの実績をどう捉まえておられるの

かということをお尋ねさせていただきた

いと思います。 

 ８点目、２８ページ、糖尿病性腎症重症

化予防事業委託料というのがあります。こ

れ予算、決算、同じ金額が計上されている

わけでございます。 

 これにつきましては、令和５年度まで１

４名の方が面談や電話等での保健指導を

実施をされたというようなことであった

かと思います。その中で、令和６年度の決

算に当たって、事業実施の内容と、事業の

予防への認識についてお尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 質問７点、要望１点で

ございます。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、要望を含

めて８番目までの御質問のうち、１番目か

ら５番目までの御質問について私からお

答えさせていただきます。 

 まず１点目、未納の保険料があった場合

の短期証であったり、資格証明書というお

問いでございます。 

 法改正によりまして、令和６年１２月２

日より、マイナンバーカードを健康保険証

として利用するマイナ保険証へ移行され

ることとなりましたが、この法改正前につ

きましては、保険料の未納世帯と接触を持

つことを目的として、通常の１年間より短

い半年間の有効期限の保険証、いわゆる短

期証というものがございました。 

 また、やむを得ない事情がないにもかか

わらず、保険料を滞納している世帯に対し

ては、保険証の代わりに資格証明書という

ものを交付しておりました。 

 この資格証明書につきましては、医療機

関で提示した場合でも、医療機関の窓口に

て一旦１０割、全額の支払いが必要となっ

てまいります。 

 なお、法改正により、短期証も資格証明

書も廃止されておりますが、資格証明書に

ついては特別療養費の資格確認書という

名称で仕組みとしては残っております。 

 お問いでございます令和６年度末時点

で有効期限内の保険証を持つ世帯で申し

上げますと、短期証については４２５世帯、

資格証明書については７世帯となってお

ります。 

 続きまして、２点目の保険者努力支援分

の内容についての御質問にお答えいたし

ます。 

 保険者努力支援制度につきましては、医

療費適正化の取組や、国保制度固有の構造

的問題への対応等の実施状況に応じ、保険

者としての努力を評価し、都道府県及び市

町村に対して交付されるもので、今回、歳

入で受けているものについては市町村分

ということで、市町村に対して交付されて

いるものでございます。 
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 ４，３９５万５，０００円の内訳としま

して、取組評価分が３，１６０万円、それ

から事業費分として１，２３５万５，００

０円となっておりまして、予算との乖離に

つきましては、主に取組評価分として、取

組評価結果がよく、予算額以上の歳入があ

ったことによるものです。 

 具体的には、令和６年度については後発

医薬品、ジェネリックの使用割合が向上し

たことに対しての取組等が評価され、府内

４３市町村の中で９位ということになっ

た結果でございます。 

 続きまして、３点目のコンビニ収納代行

業務委託についての御質問にお答えいた

します。 

 コンビニ収納につきましては、平成２４

年４月から導入しており、決算額について

は、コンビニ収納代行業者への件数に応じ

た委託料となっております。 

 コンビニ収納は納付書での支払いがコ

ンビニでできるもので、令和６年度の利用

件数としましては２万１，９２２件でござ

いました。 

 そのうち令和３年度から始まったキャ

ッシュレス決済の利用件数がございまし

て、こちらが４，２９６件となっておりま

す。 

 全体の利用件数としては、令和５年度が

２万２，１４５件で、前年度比では微減と

なっておりますけれども、このキャッシュ

レス決済では、令和５年度が３，５２７件

ということで、前年度比で申し上げますと

７６９件の増となっており、被保険者が減

少する状況を踏まえると、利用は増加傾向

にあるものと捉えております。 

 金融機関や市役所の営業時間内に行け

ない方が近くのコンビニで納付ができ、ま

た、キャッシュレス決済においては、スマ

ホがあれば自宅にいながら納付ができる

ということで、国保の窓口においても、仕

事帰りにコンビニで支払えるので便利だ

といったお声を伺うこともございます。 

 多様な支払い方法の一つとして、被保険

者の利便性向上に寄与しているものと考

えており、収納率向上にも一定結びついて

くるものと考えております。 

 続きまして、４点目の電話催告業務委託

についての御質問にお答えいたします。 

 電話催告等業務委託につきましては、保

険料未納者に電話で納付勧奨等を行うコ

ールセンター業務の委託となっておりま

す。 

 令和６年度の架電件数としましては１

万４，５９５件で、前年度比で１８０件の

増、また架電によりお支払いのお約束をい

ただいた金額については、令和６年度が３，

６１６万６，５０９円ということで、前年

度比で１７６万４，７９９円の増となって

おります。 

 初期滞納者の納め忘れが原因となる滞

納の早期解消を図るためにも、また、納付

相談につなぐという意味でも、コールセン

ターからの架電というのは重要でござい

ますので、引き続き実施してまいりたいと

思います。 

 続きまして、５点目の事業費納付金につ

いての御質問にお答えいたします。 

 お問いの事業費納付金についてでござ

いますけれども、こちらは平成３０年度か

ら都道府県が、国保財政の運営主体を担う

仕組みとなりまして、市町村で徴収した保

険料等については事業費納付金として都

道府県へ納めることとなっております。 

 この事業費納付金の算定方法は、国のガ

イドライン、基本的な考え方等が示されて

おり、詳細については都道府県ごとに運営
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方針を定めております。 

 算定に当たっては、全体経費である大阪

府全体の保険給付費等の支出から公費等

の収入を差し引いて残る保険料で賄うべ

き総額、こちらが基礎となりまして、所得

水準や被保険者数、世帯数などに応じて、

市町村ごとに計算されて毎年度示される

というものになっております。 

 事業費納付金の財源の主な内訳としま

しては、委員からもありましたように、そ

の保険料、算定保険料以外に、主には一般

会計からの法定繰入れである保険料軽減

のものになりますけれども、保険基盤安定

繰入金の保険者支援分であったり、そうい

ったものが主な財源となっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 田村参事。 

○田村国保年金課参事 ６点目は御要望

ということでしたので、７点目及び８点目

について答弁を申し上げます。 

 まず、７点目の人間ドック等助成の実績

についてです。 

 令和６年度の人間ドック助成件数は１

９８件、助成額は５０７万９，２３０円で

ございました。被保険者数が減少している

状況ではございますが、助成件数は、令和

５年度から２５件増加しました。 

 次に、脳ドックの助成件数は５８件、助

成額は１１４万１，６３０円でございまし

た。初年度のため前年度比較はできません

が、予算上の想定よりは伸び悩んでいると

捉えています。 

 次に、８点目の糖尿病性腎症重症化予防

事業の事業実施内容と予防への認識につ

いてです。 

 令和６年度につきましては、摂津市保健

センターに保健指導と栄養指導を委託し

ております。 

 抽出条件に該当している国保被保険者

の方に案内を送付し、本人の参加希望意思

の確認と、主治医からの事業参加の同意が

得られた１１名の方に対し、面談や電話等

での保健指導等を実施しております。令和

５年度までは１年目の方を対象に保健指

導、２年目以降の方に栄養指導を実施して

おりましたが、初年度に保健指導を受けて

から翌年度以降の栄養指導に参加される

方が減少する状況でありました。 

 実際に栄養指導に参加された方からは、

調理実習やフォロー事業において好評を

いただいておりましたので、令和６年度か

らはプログラムを一部変更し、初年度から

栄養指導を実施いたしました。 

 これらの取組の結果、令和６年度におい

ても、事業参加者に新規人工透析移行者は

おりません。 

 また、国保被保険者全体で見ましても、

令和６年度末時点の人工透析患者数は、令

和５年度末と比べて２０名ほど減少して

いる状況ではございますが、引き続き糖尿

病性腎症重症化予防を重要な課題と位置

づけ、人工透析への移行者数を少しでも減

らすことができればと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁は終わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 それでは、１点目の収入

未済額の件でございます。 

 国民健康保険を国民皆保険という、みん

なで保険料を納めて、みんなでこの医療費

等々に使うというのが基本的な考え方で

ありますので、そういう意味では、収入未

済あるいは不納欠損とならないように、被

保険者の方の生活状況は様々にございま

すけども、しっかりと納付勧奨していただ

きたいと思いますし、単純計算でいけば、
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この収入未済額、あるいは不納欠損をもし

全額を納付していただいたという仮定で

いけば、国保加入者の世帯数で割ると単純

に言ったら１万４，４００円ほど保険料が

安くできることにもつながってくると、数

字上では見えると思いますので、特に国民

健康保険は国民皆保険という制度をしっ

かりと根底に置いて、これからも収入未済

額、不納欠損等々の解消への取組をお願い

をしたいということで要望としておきた

いと思います。 

 ２点目、保険者努力支援分でございます。 

 これは、保険者というか、国保の職員の

方々も含めて一つは努力した、一般の会社

で言えば営業努力みたいな感じかと思う

のですが、そういう一つ一つの収入源とな

るようなものを工夫していただいたとい

うことで、評価ができると思います。こう

いう取組といったものをこれからもしっ

かりと工夫していただきながら、国保の財

政運営に取り組んでいただきたいという

ことで要望としておきたいと思います。 

 ３点目、コンビニ収納代行業務委託料の

件でございます。 

 件数的には下がったということでござ

いますが、その一方で、キャッシュレス決

済が増えてきたと思います。先ほど言って

いただいたように、キャッシュレス決済は

どこにおられようが、要は２４時間納付が

できるということでございます。収納率向

上という面では、かなりこの事業がいいこ

ととしてやっていただいているんだろう

なと思いますので、コンビニ収納やキャッ

シュレス決済等、収納率向上への施策を工

夫していただきたいということで要望と

しておきたいと思います。 

 ４点目、電話催告の件でございます。 

 この件につきましては、件数的にも、金

額的にも令和５年度に比べて増えたとい

うことでございます。ただ、相手方の状況

は電話ではなかなか分かりづらいという

面もございますので、しっかりと相手の状

況を見い出して、生活状況もありますから、

それの注意もしていただきながら、収納率

向上への取組を継続していただきたいと

いうことで要望としておきたいと思いま

す。 

 ５点目、国民健康保険事業費納付金の件

でございますが、単純にこれを保険料の収

入だけでいくとなると、収入を上げないと

いけないことに直接結びついていくと、数

字上は見えているのかと思うんです。ただ

それはそう簡単にできるものではないと

いうことでございますので、先ほど言って

いただいたように、一般会計の法定内繰入

金ということも含めながらこの財源をつ

くっていただいて、今広域化でやっていま

すから、そういう事務処理も含めて、事業

も含めて支障のないよう取組をこれから

やっていただきたいということで要望と

しておきたいと思います。 

 ７点目、人間ドックの件でございます。 

 人間ドックにつきましては、通常の病院

に行ったときに６万円から８万円ぐらい

かかると思うのですが、その中で約３分の

１であるこの２万６，０００円の補助とい

うことですから、この補助をいただけると

いうのは、受診勧奨という面ではいいのか

なと思います。こういう制度をつくってく

れたということは、本当にありがたいとい

うことで市民の方からも御意見をいただ

いているところでございます。 

 そしてまた、もう一つの脳ドックにつき

ましては、通常の病院等でいきますと４万

円から５万円ということであるかと思い

ますので、半額近くを補助していただいて
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いることにもなりますので、予防につなが

っていく施策として取り組んでいただき

たいと思うんです。先ほど脳ドックが、予

想よりもちょっと伸び悩みというような

御答弁もございましたので、２回目は、そ

の要因についてどう考えておられるのか

ということと、その対策についてお尋ねを

させていただきたいと思います。 

 ８点目、糖尿病の件でございますが、人

工透析に移行された方はおられなかった

ということでありますので、そういう意味

では、少しこれまでの様々な事業は、功を

奏してきたのかなという思いもあります。

人工透析となれば、週に３日ぐらい行かな

ければいけないということで、透析を受け

られる方は時間もお金も本当に御負担が

大きいと思います。また、保険者から見て

も、人工透析は、医療費という面で、かな

り負担が大きいということでもあります

ので、そういう面でもこの糖尿病予防とい

ったことも含めて、これまでされてきたこ

とも含めながらしっかりと継続して取り

組んでいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。要望です。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 質問は１件です。 

 答弁を求めます。 

 田村参事。 

○田村国保年金課参事 人間ドック等助

成金に関する２回目の質疑に答弁を申し

上げます。 

 脳ドックの助成件数が予算上の想定よ

りも伸び悩んでいる要因については、助成

開始初年度ということで、制度を知らない

方がいらっしゃることや、制度を知ってい

ても市内に検査可能な医療機関がないこ

となどであると考えております。 

 工夫としましては、従来の制度周知に加

えて、本年４月に摂津市公式ＬＩＮＥの一

斉配信機能を利用して、人間ドック、脳ド

ック費用助成制度の周知を行いました。Ｓ

ＮＳを活用することで、若年者への周知効

果を高めるとともに、配信内容に市ホーム

ページへのリンクを貼ることで、近隣市で

受診可能な医療機関が分かりやすくなる

ように工夫しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 この周知の件につきま

しては、年齢の若い方、スマホを結構利用

されている方もＬＩＮＥを見てというの

は、情報として届くかと思うんですが、こ

ういうスマホとか、ネット系がすごい苦手

な方々も含めれば紙の方がありがたいと

思いますので、その辺りについては、自治

会回覧等も含めながら、しっかりとこの制

度の周知に取り組んでいただきたいとい

うことで、要望として私の質問を終わりま

す。 

○光好博幸委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 そのほかにございませんか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、国民健康保険

についての質問をさせていただきます。 

 その前に、質問の意図を明確にするため、

資料を配付させていただきたいと思いま

すが、委員長よろしいでしょうか。 

○光好博幸委員長 増永委員から資料配

付の申出がございました。これを許可しま

す。既にお手元に配付しておりますので、

資料のとおりでございます。 

 以上です。 

○増永和起委員 それでは、質問をさせて

いただきます。 
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 この資料はまた見ていただくときに言

いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、質問番号１番です。国民健康保険

料についてです。 

 摂津市の１人当たり保険料、２０２４年

度は幾らだったのか。その前年度は幾らか、

また、その差額について教えていただきた

いと思います。 

 そして、モデルケースを三つ挙げますの

で、その場合の保険料についても教えてく

ださい。 

 モデルケース１番は、６５歳以上、単身

世帯、年金収入月１２万円。モデルケース

２番は、４０代、ひとり親と小学生２人、

所得１１０万円。モデルケース３番が、４

０代夫婦と小学生２人、所得２１０万円。

このモデルケースで２０２４年度とその

前年度、そして差額、これについて教えて

いただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号２番、摂津市と大

阪府の収支と基金についてお尋ねいたし

ます。 

 摂津市の２０２４年度の実質収支は約

９１４万３，０００円になっておりますけ

れども、２０２４年度末の基金残高につい

ても教えてください。そしてまた、大阪府

の実質収支額と基金残高についても教え

ていただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号３番です。 

 保険料の減免と一部負担金の減免につ

いてです。 

 摂津市独自の保険料減免制度というの

がございましたけれども、２０２４年度か

らは、大阪府下の国保の統一化ということ

で、摂津市の独自減免制度というのがなく

なりました。大阪府統一の減免制度となっ

ているわけですが、件数、金額について教

えていただきたいと思います。 

 また、医療費の窓口負担を免除する一部

負担金の減免制度、これも摂津市独自のも

のがありましたが、これも２０２４年度か

らは府内統一基準となってしまいました。

これについての件数、金額を教えてくださ

い。 

 続きまして、質問番号４番、保険証につ

いてです。 

 先ほど村上委員からも短期保険証、資格

証明書についての御質問があって、それぞ

れの発行枚数を報告されておられました。

いわゆるマイナ保険証に移行後、どのよう

に運用をされていくのか、もう少し詳しく

教えていただきたいと思っています。 

 質問番号５番、マイナ保険証についてで

す。 

 マイナ保険証の登録率、利用率、解除申

請の件数について教えてください。 

 以上５点です。 

○光好博幸委員長 ５点の質問でござい

ます。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、５点の質

問に順番にお答えいたします。 

 まず、１点目の保険料についてのお問い

でございます。 

 令和６年度の１人当たり保険料につい

てでございますが、調定ベースで１２万９，

５８４円でございました。令和５年度の１

２万６，７９８円から２，７８６円の増と

なっております。 

 続きまして、モデルケースのお問いでご

ざいます。 

 モデルケース１番につきましては、令和

６年度は２万７，６２９円で、令和５年度

の２万６，３２４円から１，３０５円の増

加。モデルケース２番につきましては、令
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和６年度は２０万４，５９３円、令和５年

度の１９万４，８６２円から９，７３１円

の増加。モデルケース３番につきましては、

令和６年度は４７万１，４４０円、令和５

年度の４４万９，３９４円から２万２，０

４６円の増加となっております。 

 続きまして、２点目の市及び府の実質収

支と基金残高についてのお問いでござい

ます。 

 まず、市の国保会計の収支につきまして

は９１４万３，９９２円でございました。

基金残高につきましては、３億２，５１５

万２，２３０円になっております。 

 また、大阪府の収支につきましては、２

７４億２，４７８万８，０００円になって

おります。基金残高につきましては大阪府

の財政安定化基金ということで１７６億

７，５００万円となっております。 

 続きまして、３点目の保険料減免と一部

負担金減免についての御質問でございま

す。 

 令和６年度から、委員からもございまし

たように、保険料減免及び一部負担金減免

については府内統一基準になっておりま

す。 

 まず、保険料減免につきましては、令和

６年度が３９８件、５，５０８万２，６３

８円を実施しております。次に、一部負担

金減免につきましては、令和６年度は１１

件、１７６万７０６円を実施しております。 

 続きまして、４点目の短期証、資格証明

書についての御質問でございます。 

 村上委員からもございましたけれども、

今後のそれら証の取扱いについてのお問

いでございます。 

 先ほども触れましたけれども、短期証に

つきましては、そもそもマイナンバーカー

ドでの保険証利用、いわゆるマイナ保険証

に移行するということで、基本的な有効期

限の概念がなくなるということから廃止

となっております。 

 一方で、資格証明書については、窓口で

の１０割負担が必要となる仕組みは残る

形となっておりまして、特別療養費の資格

確認書というものを交付する運用となっ

ており、これまでの資格証明書と同様に取

り扱うところでございます。 

 それから、５点目のマイナ保険証の状況

でございます。 

 まず、登録状況でございますが、令和７

年７月時点で被保険者１万３，６１６人の

うち、保険証利用登録者が８，２３９人と

なっており、登録率としましては６０．

５％となっております。 

 次に、マイナ保険証の登録者のうちどれ

ぐらいの方がマイナ保険証を利用されて

いるのかの利用率についてでございます。 

 こちらは外来レセプトの件数等から算

出することになっております。令和７年７

月時点で外来レセプト件数が１万８，６０

８件、このうちオンライン資格確認の利用

者、マイナンバーカードの保険証利用で使

われた方で７，２９８人になっておりまし

て、利用率としては３９．２％となってお

ります。 

 最後に、マイナ保険証の利用登録解除申

請の受付件数ですが、こちらは令和６年１

１月５日から受付が始まっており、令和７

年３月末までの令和６年度としての件数

で申し上げますと延べ１７件となってお

ります。 

 また、令和７年度の状況としては、４月

１日から直近の令和７年９月末までで延

べ３５件、令和６年度と合わせますと、全

体で延べ５２件となっております。 

 以上でございます。 



- 50 - 

 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 質問番号１番、国民健康保険料について

です。 

 やはり値上がりしているんだというこ

とが分かりました。１人当たり保険料でも

２，７８６円値上がり、それぞれの６５歳

以上、また一人暮らし４０代、ひとり親と

小学生、そして、４０代の夫婦と小学生２

人、ここでも大きく値上がりしております。 

 ４０代夫婦と小学生２人、所得２１０万

円なんですけれども、それに対して保険料

が４７万１，４４０円、大変な金額が国保

料としてのしかかってきているというこ

とが見て分かります。 

 統一化によって本当に全国一高い保険

料に、なってしまったと言われているわけ

ですが、１人当たり保険料が２０１７年度、

２０１８年度から統一化を目指してずっ

と値上げを続けてきましたので、その手前

の２０１７年度と当該年度である２０２

４年度との比較をいただきたいと思いま

す。それぞれの金額と差額を教えてくださ

い。 

 続きまして、質問番号２番です。 

 皆さんにお配りをしている資料の表を

見ていただきたいんですけれども、一つ訂

正があります。私が間違っておりました、

申し訳ございません。 

 下にある基金期末残高の表で、２０２４

年度の大阪府の金額が１７６億５，７００

円となっていますが、１７６億７，５００

円ですので、訂正をお願いいたします。 

 摂津市は統一化を目指して、２０１８年

度から基金を持つようになりました。それ

までは国保の基金というのは、なかったわ

けですけれども、値上げを続けて、そして

その黒字になった分を基金へとどんどん

積み上げて４億円を超える額になってお

りました。２０２３年度で１億円の取崩し

をしておりますが、そういう基金をこの間

積み上げてきたわけです。これは市民の国

保料の大変な値上げとともに行われてき

たことで、私は摂津市にお金をいっぱいた

め込んでどうするんだと思います。もっと

保険料を引き下げて、市民に還元してくだ

さいということを何度も質問させていた

だきました。大阪府の統一化をやらねばな

らない２０２４年度から、段階的に引き上

げていくというお答えをずっといただい

ていました。 

 全国で国保料の統一化をやっているの

は、大阪府と奈良県だけです。それ以外は

それぞれの市町村が保険料を決めていま

す。分担金はもちろん各都道府県に払いま

す、お金は各都道府県からこれだけですよ

と言われますけれども、じゃあその分担金

を全部保険料で行うのかとか、いろんなこ

とはそこの市町村が考えることになって

いるわけですが、大阪府は統一化だと言っ

て、世帯が同じで所得が同じなら同じ保険

料だということを推し進めてきました。統

一をしたいのではなくて、保険料の値上げ

がしたいのではないかというぐらいに値

上げをどんどんと行ってきたわけでござ

います。 

 その一方で、市に対して、２０２０年度

から４億円の基金がたまるということに

なりました。 

 さらに、大阪府の基金期末残高を見てい

ただくと、大阪府もずっと黒字会計ですが、

１３４億円だった２０２０年度の基金、こ

れは大阪府のお金じゃありません。国が都

道府県化に際して、それぞれの都道府県の
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運用のためにこれを持っておきなさいと

下ろしたお金なんです。大阪府のお金はこ

こには入っていません。この基金をどんど

んと積み上げていって、２０２４年度に１

７６億７，５００万円にまで大阪府の基金

が膨れ上がっています。 

 昨年度、大阪府は保険料を引き下げるた

めに、黒字分を使いますと言いましたが、

それはあくまで半分で、残りはこの大阪府

の基金に積み上げるということでした。こ

れについては、摂津市がどんなふうに思っ

ているのか、ぜひお伺いをしたいと思いま

す。 

 質問番号３番で、保険料減免と一部負担

金の減免についてです。 

 摂津市の減免制度はとてもいい制度だ

ったと私は思っています、独自減免、保険

料の減免ももちろんですが、一部負担金減

免制度、これが摂津市の減免制度は本当に

すばらしかった。私はこの一部負担金の減

免制度というのが国保の制度の要だと表

しており、国保とはこういうものだという

のを表していると思っているんです。今、

皆保険制度の下支えをするのが国民健康

保険と言われております。先ほども皆保険

制度のお話がありましたけれども、社会保

険等に入っていない人は全員がこの国民

健康保険に入らねばならないということ

になっています。私はお金がないから国保

料を払うことができず入りませんという

ことではないんです。これは、憲法で保障

されている生存権をしっかり守るために

国が国保に入るということを求めている

ということでございます。お金がないから

医療にかかれない、お金がないから病気で

死んでもしようがない、そういうことでは

なく、健康で文化的な最低限の生活を国民

に保障するために、社会保険などに入って

いない人はみんな国保に入りなさいとい

うのが皆保険制度です。そして、一部負担

金の減免制度は、医療費の窓口負担が無料

になる制度です。お金がなくても医療にか

かれることが一部負担金の減免制度です。

本当にすばらしく、命を守るための制度で

あり、これを一生懸命市民の皆さんに使っ

ていただきやすく、摂津市は努力をして、

私は何人も国保の窓口で救っていただい

たというお声も聞いてきました。 

 ところが、残念なことに、大阪府の制度

になった途端、この一部負担金の減免制度

が非常に利用しにくくなりました。大阪府

は、一部負担金の減免制度を使う条件とし

て、収入が急激に下がったというようなこ

とを挙げております。お金がずっとない人

は使えない制度です。収入が急激に下がら

ないとこの一部負担金減免は使えません。

私の知っている方で、失業して、病気にな

って、お金がないので国保に入れないとず

っと思ってはった人がいて、その病気がど

んどん悪化してしまい、お金が払えないな

らそれは相談に乗ってもらえますから、国

保料は後で払っていったらいいから、取り

あえず早く国保に加入して、一部負担金の

減免で医療費がなかっても病院にかかり

ましょうと相談に乗りました。国保に入っ

て、それが使えて、本当に喜んではったん

ですけど１か月で打ち切られました。摂津

市の制度だと３か月プラス３か月で半年

はそれで病院にかかれたんですが、１か月

で打ち切られました。これは何でかという

と、大阪府の基準だから。この１か月たっ

たときは、失業してから既に１年がたった

から、国保に加入してからは１か月なんだ

けど、その所得減少の事由が発生したとき

というのが１年前だったからなんです。こ

れは本当にひどい話だと私は思いました。
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ぜひこういう命を守る制度というのは、大

阪府の基準ではなく、独自減免制度を復活

すべきではないでしょうか、お答えくださ

い。 

 質問番号４番、保険証についてです。 

 短期証、資格証明書などがこれからはな

くなりますということでした。資格証明書

と同じような内容で、特別療養費資格確認

書というのに変わるということです。今ま

では短期証という黄色信号みたいなのが

あったわけです。正規書があって、滞納が

あると短期証になって、今度資格証明書に

なるという形があったんですけど、この短

期証がなくなってしまうということです。

さっきも話をしましたが、医療にかかれな

い、保険料が払えないという方にもいろん

な事情があると思います。摂津市はこれま

で本当に寄り添った対応をずっとしてき

ていただいていると思いますので、突然１

０割負担になってしまうみたいなことが

ないように、医療にかかれなくて命を落と

すようなことがないように、今までと同じ

ような運用をぜひしていただきたいと思

いますので、これは要望といたします。 

 質問番号５番、マイナ保険証についてで

す。 

 マイナンバーカードの更新については

一般会計のところでも、たくさんの方から

保険証がなくなると言うて、市民課にまで

いろいろと問合せがあるというようなお

話がなされていましたけれども、マイナ保

険証を更新しなければどうなるのか、改め

て教えていただきたいと思います。 

 以上２回目です。 

○光好博幸委員長 質問の途中でござい

ますけど、暫時休憩します。 

（午後３時 ４分 休憩） 

（午後３時２８分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 ２回目の質問４点でございます。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、２回目の

御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の保険料について、２０１

７年度、平成２９年度との比較で１人当た

りがどうなったのかのお問いでございま

す。 

 こちらにつきましては、広域化が平成３

０年度からで、平成２９年度と制度の仕組

みが異なっているところもありますので、

一概に比較できるものではございません

が、その上で申し上げますと、２０１７年

度、平成２９年度が、１人当たり保険料が

９万７，０４４円、２０２４年度、令和６

年度が１人当たりが１２万９，５８４円と

いうことで３万２，５４０円の増という形

になります。 

 続きまして、２点目の基金の府の状況に

ついて、市としてどう思っているのかとい

うお問いでございます。 

 こちらにつきましては、令和５年度決算

の余剰金を保険料抑制に充て、残りについ

て一定、医療費の変動リスクに備えて充て

たということだと思います。これについて

は財政運営の責任主体として、大阪府が国

から入ってくる公費等、全体を見た上で、

適正に判断されたものだという認識でご

ざいます。 

 この基金につきまして、大阪府に確認し

たところでは、本体基金は全て国費という

ことで委員からもございましたけれども、

使途が決まっているということでござい

ます。使途については大阪府の給付費増へ

の貸付けであったり、市町村の保険料収納

不足などへの貸付けと決まっていると聞
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いております。 

 続きまして、３点目の一部負担金減免の

お問いでございます。 

 こちらについては、令和６年度からの新

たな国保運営方針を策定する際にも、市か

らは大阪府に対して、法定意見聴取の際に

意見を出しておりますけれども、令和６年

度から統一で行っていくに当たって、摂津

市だけ独自で減免を行うというのは困難

でありますので、大阪府下全体の統一基準

について拡充できないかということにつ

いて機会を捉えて大阪府には伝えている

ところでございます。 

 今後におきましても、機会を捉えて統一

基準の拡充の検討を伝えていきたいと思

っておりますし、また、窓口においては、

この一部負担金減免の制度案内に加えて、

無料・低額診療事業をされている医療機関

の案内を行うなど、被保険者に寄り添った

対応を行ってまいりたいと思います。 

 続きまして、５点目のマイナ保険証の御

質問にお答えいたします。 

 マイナンバーカードを更新しなかった

場合、国保としての対応はどうなるのかと

いうお問いでございます。 

 国保における対応としましては、マイナ

ンバーカード自体の有効期限、もしくは電

子証明書の有効期限、これが切れる３か月

前に地方公共団体情報システム機構、Ｊ－

ＬＩＳより更新のお知らせが届きます。こ

こで仮に更新をされなかった場合でも、マ

イナ保険証の有効期限から３か月後の月

末まではマイナ保険証としてなお使える

状態となっておりまして、有効期限から２

か月たった時点で、なお更新手続がされて

いない場合は、職権により有効期限から３

か月後の月末までに資格確認書を送付す

ることになっております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、３回目でござ

います。 

 まず、１番目の保険料についてです。 

 ２０１７年度は１人当たり９万７，０４

４円だった保険料が、２０２４年には１２

万９，５８４円、３万２，５４０円も値上

がりをしています。これは１人当たりです

から、家族がたくさんいたらその分どんど

ん値上がりになります。単純に掛ける何人

という形ではないのは分かっております

が、本当にたくさんの負担が今かかってき

ていると思っています。 

 モデルケースでもやはり大きく金額が

引き上がっていることが分かりました。試

算をしたんですけど、大きくなっていまし

た。 

 この統一化のための保険料の引上げと

いうのは、本当に医療費が高くなっている

から引き上がったんだではなくて、推計医

療費というものに基づいて引上げを行っ

ています。ところが、その推計医療費が本

当に正しいかというと、実はそんなに伸び

ていないというのが現実で、だからその推

計医療費に基づいて集めた保険料、これが

どんどん高くなるのに、実際に出ていくお

金はそれほどではないからお金がどんど

ん余ってきます。市町村にも、大阪府にも

余ってくる、こういう実態になっているわ

けです。それを保険料引下げに使えばいい

のに、引き下げずに基金に積み上げていく

ことをやってきているわけです。今年度、

２０２５年度は保険料が少し下がりまし

たけれども、そのときに剰余金１３２億円

の半分の６６億円を保険料引下げの財源

の一部に充てたと大阪府は言っています。
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残りの６６億円は基金に積み上げるのに、

地方財政法第７条、地方公共団体は各会計

年度において、歳入歳出決算上の剰余金が

出た場合は、当該剰余金のうち２分の１を

下らない金額を翌々年度までに積み立て、

または償還期限を繰り上げて行う地方債

の償還の財源に充てなければならない、こ

れをもってきているんですけど、これは一

般会計に対しての考え方なんですよ。国か

らもお金を借りないといけない仕組みに

なっています。それの返済に充てたり、長

いスパンで財政運営をいたしますから、こ

の中で基金も持っておきなさいというこ

とでこれが決められています。しかし、国

保は単年度会計であるはずです。こういう

ことについて、大阪府はなかなか考えない

ということが出てきます。もう質問番号２

番に入って、収支の話になっています。質

問番号１番の保険料は、要望にします。 

 続けて質問番号２番の話を行います。 

 自分たちの都合のいいように法律を引

っ張り出してきているわけですけれども、

国保については、１会計年度単位で行うこ

とが基本で、収支均衡していることが重要

であります。必要以上に黒字幅や繰越金を

確保することがないようにと、厚労省が出

している都道府県国保運営方針策定要領

に書かれています。だから、利益が上がっ

たら還元する、マイナスが出たらそれはな

るべく短い期間でしっかりと回収する。こ

れが国保の考え方であると思っているん

ですが、このことについて確認をしたいと

思いますのでお答えください。 

 質問番号３番目、保険料減免と一部負担

金の減免についてです。 

 市だけ独自ではできないというような

お話でございました。しかし、この市町村

の権限の中に保険料を決めること、減免制

度を決めること、一部負担金減免も含めて、

こういうことは、法律的には市町村が行う

と書いてあります。大阪府も大阪府議会の

答弁の中でそれについて答えています。統

一化だと言っていますが、これは大阪府が

強制しているものではありません。大阪府

が提案したことに市町村が合意をして、進

んでおります。市町村が合意しているから

大阪府に責任があるわけじゃないと大阪

府議会の答弁で言っております。市町村の

考え方によって権利を行使すべきだと思

っています。大阪府に言ってもなかなか動

きませんので、ぜひ一部負担金減免制度、

摂津市独自の減免制度をもう一回復活さ

せていただくように、私から強く要望した

いと思います。 

 質問番号５番、マイナ保険証についてで

す。 

 政府は、マイナンバーカードを事実上強

制にするためにポイントを付けたり、それ

から保険証をなくすというように国民を

追い込んだわけですが、やはり結果的には

本当にそれはできなかった。国民の生存権

を保障するために、保険証を発行しないと

いうようなことはできません。保険証に代

わる名前のものになりましたけれども、中

身は保険証です。反対に皆さんが期限切れ

の前にいろいろとするとおっしゃってい

たマイナ保険証や資格確認書については。

それぞれの期限もばらばらであり、こうい

う方々に対して合わせた対応を、市役所の

皆さんがされないといけないというのは

本当に事務の負担も大きいことだと思い

ますので、ぜひ市民の皆さんに寄り添った

対応、丁寧な説明、これはもちろんですけ

れども、国に対しても保険証の廃止はやめ

ようと、一律にみんなに出せということを

言っていただきたいと思います。 
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 以上、３回目を終わります。最後は要望

です。 

○光好博幸委員長 １点質問です。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、２点目に

関する３回目の御質問ですけれども、単年

度の会計ではないのかというお問いでご

ざいます。 

 先ほどの大阪府の保険料抑制に２分の

１を充てたというところで、地方財政法の

お話がございましたけれども、もちろんこ

れは一般会計に当てはまるところかとは

思いますが、それを参酌して６６億円を保

険料抑制に充てて、それ以外については後

年度の医療費等のブレに備えたというと

ころかと思います。 

 一方で、会計上は単年度会計なのに、と

いうところでございますけれども、当然、

各年度においては、大阪府も市町村も歳入

歳出同額で予算を計上して収支均衡を図

っていくのが基本でございます。しかしな

がら、事業運営を行った結果、やはり完全

に収支均衡になるというところは現実的

には難しい訳でございまして、その収支の

ブレが生じた場合でも、複数年度の視点も

加味した上で運営を行っていくというの

が国保制度の制度設計となっていると理

解をしております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 大阪府が言うているこ

とは、一般会計のものに当てはまるものだ

ということについてはお答えいただきま

した。単年度といっても摂津市でも、今や

っと２０２４年度の決算をしております。

新しい年度になったら、２年先ということ

になるわけですから、今おっしゃったよう

に、単年度、すぐ次というわけにはいかな

いということは分かります。二、三年のス

パンで考えることは分かりますけれども、

私の表でお示しもしましたように、これは

二、三年じゃなくてずっと基金が増えてき

ています。今年度ではなく２０２４年度、

この当該年度でも大阪府は基金が膨れ上

がっているだけじゃなくて、大きな黒字を

出しています。上の表の実質収支額も大き

いというのが言えると思います。これは２

０２６年度の保険料に大きく関わって、こ

れから算定が行われていくと思いますけ

れども、また２０２３年度分と同じように

半分は基金に積み上げることをきっぱり

反対してください。この基金の活用に関し

ても、先ほどの厚労省が出している都道府

県に向けての運営方針の策定要領の中で

も、市町村と協議の上、具体的な活用方法

を決定するという文言が書かれています。

大阪府が勝手に決めて勝手にしたらいい

のではありません。市町村と一緒に協議し

て決めていくということですから、これか

らの算定に対して市町村としても責任を

持って、今出てきている実質収支額、国へ

返さないといけないお金はあると思いま

すけれども、しっかりと市民の保険料引下

げに充ててもらうように、摂津市からも努

力してもらうように申し上げまして、私の

質問を終わらせていただきます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 増永委員の質問は終

わりました。 

 そのほかに質疑がございますでしょう

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 質疑なしと認めまし

て、認定第４号の質疑を終わります。 



- 56 - 

 

 暫時休憩します。 

（午後３時４５分 休憩） 

（午後３時４６分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 次に、認定第８号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 一つだけ質問させても

らいます。 

 決算概要の２６６ページに一般事務事

業の印刷製本費２５万３，８２５円があり

ますが、１問目にこの内容についてお伺い

いたします。 

○光好博幸委員長 質問１点です。 

 畑原課長、答弁を求めます。 

○畑原国保年金課長 一般事務事業の印

刷製本費の内容についてのお問いでござ

います。 

 こちらにつきましては、後期の健診の申

込みの一体化はがきというものがござい

まして、こちらを１万４，５００部印刷す

る分で２２万８，０８５円、返信用封筒２，

０００部で２万５，７４０円、合わせて２

５万３，８２５円でございます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。 

 健診の申込みのはがき作成費というこ

とで理解しましたが、健診は心身の状態を

チェックし、医療や介護予防につなげられ

るとても意義のあるものです。そういった

後期高齢者医療保険制度における保健事

業について、どのような取組が行われてい

るのか、お伺いいたします。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 田村参事。 

○田村国保年金課参事 ２回目の質疑に

答弁申し上げます。 

 後期高齢者医療保険制度における保健

事業の取組について、保険者である大阪府

後期高齢者医療広域連合からの情報も踏

まえてお答えいたします。 

 まず、国民健康保険でも取り組んでいる

内容ですが、健診事業、健診の未受診者対

策、人間ドック費用助成、糖尿病性腎症重

症化予防事業等を実施しているところで

ございます。 

 また、府内における健康課題への対策と

して、医療機関への重複、頻回受診者に対

する訪問指導や高血圧症重症化予防等を

実施しております。 

 次に、摂津市が後期高齢の被保険者に対

して実施している保健事業でございます

が、ＫＤＢシステムなどを活用して、個別

自治体が抱える健康課題を抽出、分析し、

関係機関と連携して進める高齢者の保健

事業と介護予防の一体的な実施の取組を

進めているところでございます。 

 令和５年度、６年度はハイリスクアプロ

ーチとしまして、健診を受診しておらず、

医療機関にもかかっていない、健康状態が

分からない被保険者に対してアンケート

を送付し、アンケート結果に応じて保健師

が電話や訪問をすることで、医療受診勧奨

や健診受診勧奨等を実施しております。 

 ポピュレーションアプローチとしまし

ては、高齢者が集まる機会等を活用して、

フレイル予防、健康相談や健診受診勧奨を

実施しております。 

 令和７年度につきましても、令和６年度

の実績を踏まえ、取組内容を工夫しながら

継続して実施しているところでございま

す。 

 以上でございます。 
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○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。

内容は大体分かりました。後期高齢者の方

がいつまでも健康を維持できることで、広

域連合や国が目指している医療費の抑制

や健康寿命の延伸につながり、人生１００

年時代を健やかに過ごせるようになるの

かと思います。 

 市民一人一人が健康で充実した日常生

活を長きにわたって送ることができるよ

う、国民健康保険と同様に後期高齢者の保

健事業にも丁寧に取り組んでいただくこ

とを要望して終わります。 

○光好博幸委員長 中川委員の質問が終

わりました。 

 そのほかにございませんでしょうか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 まず、１点目でございま

すが、決算書の歳入ということで１２８ペ

ージのところでございます。 

 これは国保会計でもお尋ねをさせても

らった類似もあるんですが、要は前年度繰

越金よりもこの実質収支額のほうが金額

は多いという形の決算を終えられたとい

うことになりますので、その辺りでどうい

う内容だったのかお尋ねをさせていただ

きます。 

 ２点目が、歳出の国保特会でもお聞きを

しましたけれども、このコンビニ収納代行

業務ということでございます。これも国保

と同様に、決算のほうが当初予算よりも多

く支出になったということで、言わば件数

が増えたのかと思うんですが、この決算を

踏まえて、利用件数や収納率の向上につい

ての認識をお尋ねさせていただきます。 

 １回目は以上でございます。 

○光好博幸委員長 質問２点です。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、２点の御

質問にお答えいたします。 

 まず１点目、収支差額と繰越金について

のお問いでございます。 

 後期高齢者医療特別会計では、保険料を

収納いたしまして、それを保険料納付金と

して広域連合へ納めることになっており

ます。令和６年度で申し上げますと、主に、

特別徴収の令和７年４月分、５月分の保険

料については、出納整理期間のため、令和

６年度の歳入として受け、繰り越した後、

令和７年度の保険料納付金として支出す

るという関係上、令和６年度の収支に差額

が出てまいります。 

 この実質収支の黒字及び繰越金の主な

内容としましては、４月分、５月分の保険

料収納と保険料納付金の実支出額の差額

となっております。 

 続きまして、２点目のコンビニ収納代行

業務委託についてのお問いでございます。 

 先ほどの国民健康保険特別会計でも御

答弁申し上げましたが、コンビニ収納の決

算額については、コンビニの収納代行業者

への件数に応じた委託料となっておりま

す。 

 令和６年度の利用件数としては４，３４

９件でございました。前年度比で３３９件

の増となっており、コンビニ納付の利用は

増加傾向にあるものと捉えております。 

 遠出が難しい高齢の方であっても、金融

機関や市役所に行かずとも、近くのコンビ

ニで納付ができるという意味で、多様な支

払い方法の一つとして利便性の向上に寄

与しているものと考えておりますし、収納

率にも一定結びついてくるものと考えて

おります。 
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 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 １番目の質問の分なん

ですが、先ほどございましたとおり繰越金

については、出納閉鎖の納付金との時間的

な差ということもあって、これは毎年こう

いう形で繰り返されるということになり

ます。その中で、やはり特別会計でござい

ますので、しっかりと適切な管理運営をお

願いしたいということで、要望としておき

ます。 

 ２番目がコンビニ収納でございます。 

 利用件数につきましては、国保特会で申

し上げましたとおり、コンビニ収納という

のは２４時間納付してもらえるという環

境づくりにもなっておりますので、しっか

りと先ほどのほかの収納等々も含めなが

ら収納率向上に取り組んでいっていただ

きたいと思います。 

 ２回目の質問といたしまして、特別徴収

と普通徴収の割合についてお尋ねをさせ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 １点質問でございま

す。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 後期高齢の特別徴

収と普通徴収の割合についてのお問いで

ございます。 

 人数比で申し上げますと、令和６年度末

時点で、特別徴収が９，５３９人で全体の

７３．６％、普通徴収が３，４２５人で全

体の２６．４％となっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 私の感覚ではもう少し

特別徴収のほうが割合的には多いのかな

と思っていました。特別徴収となると、自

動的に納付ということになってきますが、

普通徴収がある限りはコンビニ納付とか、

現金納付というのは出てくると思います。

７５歳になったときの切替え等々も踏ま

えて、私個人としては、特別徴収を増やし

ていくほうが事務方もそうですし、また納

付される方々も、またコンビニに足を運ん

でいただく手間が省けることもあります

ので、そういうことも含めながらしっかり

とこれからこの徴収の分も取り組んでい

ただきたいということをお願いをして、私

の質問を終わりたいと思います。 

○光好博幸委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 そのほかに質疑がございますでしょう

か。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、後期高齢者医

療制度についてでございますが、先ほど国

保のところでも、保険料が大変だという話

をいたしました。後期高齢者はもちろん保

険料も値上がりをしてきて大変なんです

が、医療費がどんどん上がっていくという

お声を聞いています。最初は１割負担だっ

たものが２割、３割ということになってい

っておりますが、摂津市の後期高齢者の

方々の１割、２割、３割負担、それぞれ人

数と割合について教えてください。これが

１番目です。 

 それから、２番目、マイナ保険証の話で

す。後期高齢者の方のマイナ保険証の登録

率、利用率について教えていただきたいと

思います。 

 また、解除もできるということで、解除

申請件数を教えてください。 
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 まず１問目、それでお願いいたします。 

○光好博幸委員長 質問２点でございま

す。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、２点の御

質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の窓口での負担割合の内訳

でございます。 

 令和７年３月末現在で、後期高齢者の被

保険者数が全体で１万２，９６４人でした。

そのうち１割負担の方が９，４４６人で全

体の７２．９％、２割負担の方が２，４８

２人で全体の１９．１％、３割負担の方が

１，０３６人で全体の８％を占めておりま

す。 

 続きまして、２点目のマイナ保険証につ

いてのお問いでございます。 

 まず、登録状況ですが、令和７年７月時

点で、被保険者１万３，０５８人のうち、

保険証の利用登録者が９，３０６人となっ

ており、登録率としては７１．３％となっ

ております。 

 次に、マイナ保険証の登録者のうちどれ

ぐらいの方がマイナ保険証を利用されて

いるのかの利用率についてですが、令和７

年７月時点で外来レセプト３万２，５２５

件のうち、オンライン資格確認利用者が１

万２，２９９人となっており、利用率とし

ては３７．８％となっております。 

 最後に、マイナ保険証の利用登録解除申

請の受付件数ですが、国保同様に令和６年

１１月５日から申請の受付が始まってお

り、令和７年３月末までの令和６年度とし

ての件数で申し上げますと、延べ２２件と

なっております。令和７年度の状況として

は４月１日から直近の令和７年９月末ま

でで延べ６件ということで、令和６年度と

合わせますと全体で延べ２８件となって

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 医療費の窓口負担が非

常にしんどいというお話をたくさん聞い

ております。２割負担が導入されて、約２

０％の方が２割負担になっておられます。

本当に皆さんいろいろ物価高騰でお金が

かかるときに、あともう少し所得が下だっ

たらみたいな話もされておられます。さら

に、国はこの２割負担、３割負担の割合を

増やしていこう、所得の金額をもっと低い

ところから２割取ろうなどとしていく傾

向があります。本当に高齢者の皆さんを医

療から遠ざけることにつながると思うの

で、ぜひこれに関しては反対をしていただ

きたいと思っております。そもそも高齢者

だけを囲い込んで後期高齢者医療制度を

つくったこと自体に私たちは反対をして

おります。当時は医療に差をつけることを

言われていました。後期高齢者に対しての

医療を一般の医療と分けようというよう

な話で、高齢者だからより手厚くではなく

て、高齢者だからこそ医療を受けなくてい

いじゃないかという考え方が当時はあっ

て、さすがにそれは持ち込むことはできま

せんでした。こういう後期高齢者の人だけ

を囲い込んでというのは、ほかの国民健康

保険とか、社会保険にとってもそこを支え

るためにお金を出せということで、大変し

んどい思いにもなってますし、私たちはそ

の制度そのものにも反対をしているとこ

ろです。 

 また、保険料の引上げについてもぜひ反

対してほしいと思います。摂津市で決める

ことではなくなっていると思いますけれ
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ども、よろしくお願いします。要望です。 

 次に、マイナ保険証についてです。 

 数字は教えていただいて分かりました。

国保でもそうだったんですが、マイナ保険

証は持っているけど使っていないという

方が多く、３割程度の方しか使っていない

んだということが分かりました。マイナ保

険証に関しては、国保とまた違った形で、

先ほど期限が切れたら資格確認書を送る

という話がありましたが後期高齢者の特

別なやり方というのがあったと思うので、

それについて教えてください。 

○光好博幸委員長 質問一つでございま

す。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、２点目の

マイナ保険証の２回目の御質問にお答え

いたします。 

 国保につきましては、先ほど答弁させて

いただきましたように、マイナンバーカー

ドのカード自体、もしくは電子証明書の有

効期限が切れる段階には更新として職権

で資格確認書を送るとしておりますが、後

期高齢者医療においては、令和６年１２月

２日のマイナ保険証を基本とする仕組み

への移行に先立ちまして、ＩＴに不慣れな

どの理由により、後期高齢者の方について

は、マイナ保険証への円滑な移行に向けた

暫定的な運用として一律に資格確認書を

交付することとなっております。 

 その後、暫定運用の継続として、令和８

年８月の年次更新までの間、暫定運用を継

続するということになっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁は終わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 令和８年８月までは期

限が切れるとか、切れないとかじゃなくて、

後期高齢者の方には全員に資格確認書が

送られるということですよね。ＩＴに慣れ

ないというのもあると思いますし、また、

車椅子だとなかなか顔認証とか、そういう

のがやりづらいとか、腰も曲がっていると

か、つえをつきながらとか、いろんな事情

がありますので、保険証がよいと言われる

方がたくさんいらっしゃいます。保険証に

代わる資格確認書、これが全員に送られる

というのは必要な措置だろうと思います

が、これを暫定的な措置ということではな

くてずっと続けてもらいたいですし、また、

後期高齢者の方に限らず、全員に資格確認

書を送るということもぜひ考えていって

いただきたいと思いますので、要望として

終わります。 

○光好博幸委員長 増永委員の質問は終

わりました。 

 そのほかに質疑はございませんでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 質疑なしと認め、認定

第８号の質疑を終わります。 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、散会

します。 

（午後４時６分 散会） 
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